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第８回  国民生活センター分科会  議事録 

 
                                            内閣府国民生活局消費者調整課 
 
１．日  時：平成 18 年 7 月 21 日（金) 13 時 20 分～17 時 05 分 
２．場  所：中央合同庁舎第 4 号館 11 階 共用第１特別会議室 
３．出席委員：山本分科会長、大森委員、長岡委員 
４．議事次第 
 （１）平成 17 事業年度業務実績報告について 
 （２）平成 17 事業年度財務諸表について 
 （３）その他 
 
５．議  議 
○山本分科会長 それでは、定刻より若干早いのでございますけれども、皆様おそろいで

ございますので、ただいまから内閣府独立行政法人評価委員会第８回国民生活センター分

科会を開催したいと存じます。 

 本日御出席予定の大河内委員、伊集院委員が急な差支えで御欠席となりましたけれども、

本日の分科会は内閣府独立行政法人評価委員会令第６条の定足数の要件でございます委員

の過半数を満たしておりますので、有効に成立しておるということを御確認させていただ

きます。 

 それでは、まず、本日の配付資料の確認を行いたいと思います。勝見課長の方から、よ

ろしくお願いいたします。 

○勝見消費者調整課長 それでは、事務局から本日お配りしております配付資料を念のた

め確認させていただきます。 

 一番上に本日の議事次第が置いてあるかと思いますが、そこの配付資料をごらんいただ

きたいと思います。資料１として、これは３月の当分科会で本年度の評価基準をどうする

かということを確認させていただきまして、従来どおりでよいということになりましたの

で、念のためそのものを置かせていただいております。 

 資料２は、昨年８月に当分科会で御審議いただいて決めていただいた平成 16 年度の業務

実績に対する総合評価表の中から指摘事項をピックアップさせていただきまして、それを

左側に掲げております。それに対する国民生活センターの対応状況を簡単に取りまとめた

ものでございます。本日及び来月の分科会での審議の御参考という意味でございます。 

 それから、資料３は本日のメーンの資料でございまして、平成 17 年度の業務実績報告書

です。別のつづりで分冊として、資料３の別添資料、同じような厚さのものが用意してご

ざいます。これも同時に参照していただければと思います。 
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 資料４として、事務局で用意いたしました業務実績の項目別評価表、既に国民生活セン

ターで実績の部分、それから、自己評価の部分を記入していただいております。ですから、

本日の議題１につきましては、この資料３及び４を中心に御審議いただければと思います。 

 資料５は、平成 17年度の財務諸表でございます。これは議題２で使わせていただきます。 

 資料６として、総合評価表のひな形を参考のために置かせていただいております。本日

の議論を踏まえまして、次回の分科会までに事務局でこの総合評価表の案を作成いたしま

す。 

 資料７以降は、議題のその他で触れさせていただくものですけれども、資料７として役

員給与規程の改正について。 

 資料８として、ラスパイレス指数の推移について。 

 資料９は、７月の上旬に財務省から公表されました予算執行調査、本年度は国民生活セ

ンターがその対象になっておりまして、これについて若干説明させていただきます。 

 資料 10 は、今後の予定表でございます。 

 資料 11 として、前回３月に行いました第７回分科会の議事録を配付させていただいてお

ります。 

 参考資料１として、これは前回の分科会でも配付させていただきましたけれども、総務

省の政策評価独立行政法人評価委員会から、内閣府の独立行政法人評価委員会に対する意

見が参っておりまして、これは前回も既に配らせていただきました。その中で、国民生活

センターそのものに対する意見はございませんでしたけれども、内閣府の独法に共通する

項目として２つほど意見が出ておりましたので、その概要と、それに対する対応方針も前

回の分科会で議論していただきましたけれども、対応方針の案を御参考までに配らせてい

ただいております。 

 参考資料２として、つい先日、７月 12 日国民生活審議会政策評価部会が開かれまして、

そこで国民生活センターの PIO－NET について若干議論がございましたので、これも本日の

最後のところで事務局から簡単に紹介させていただきます。 

 以上でございます。 

○山本分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、最初に、私の方から本日の議事の進め方について御説明ないし御提案をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、本日配付しております資料３の業務実績報告書及び資料４「項目別評価表」につ

いて国民生活センターより御説明をいただきまして、その御説明等を踏まえて、各委員に

おかれましては業務実績報告書をごらんいただくとともに、お配りしております資料４「項

目別評価表」の右から２番目、分科会評価の指標欄に可能な範囲で委員各位の評価を記入

していただきたいと存じます。また、評価理由につきましても、特段ございましたら可能

な範囲で記入していただきたいと思います。記入しきれなかった事項等は、後日更に記入

していただくということでも結構でございます。 
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 そのようにして記入していただいた資料を基に、事務局の方で各委員の評価を集約して

いただきまして、総括表を作成していただきます。これを次回分科会にお配りしまして、

皆様に御検討していただきたいと考えております。基本的に昨年度と同様の運びでござい

まして、委員の皆様も少なくとも昨年度あるいはそれ以前から御経験でございますので、

このような方式で運びたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山本分科会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、平成 17 年度の業務実績につきまして、国民生活センターの方から御説明をお

願いいたします。 

○糠谷理事長 理事長の糠谷でございます。最初に、私から総括的に御説明をいたしまし

て、その後、理事の川本から詳細に御説明を申し上げます。 

 御説明に入ります前に、私ども国民生活センターからの出席者の紹介をさせていただき

たいと思います。 

（国民生活センター出席者紹介） 

 まず、総括的な御説明でございますが、平成 16 年度から平成 17 年度に掛けまして、私

どもで全国から集めております消費生活相談件数は、かなりの減少を見せました。平成 16

年度が約 190 万件ということでございましたけれども、平成 17 年度は架空請求等が減少し

たということもございまして、６月末時点の集計で約 130 万件でございます。まだこれか

ら３月末までに発生したもので登録をされてくるものが出てまいりますので、数万件は増

えるかと思いますが、平成 17 年度は 140 万件に行くか行かないかというようなレベルでは

ないかと思っております。ただ、減少はしておりますけれども、これまでに比べますと大

変な高水準ということでございますので、各地の消費生活センターは大変苦労していると

いうことは変わりございません。 

 そういう中で、私ども国民生活センター、消費者基本法で規定されております中核的機

関としての役割を果たすということで、情報の収集・提供、相談、商品テスト等々各分野

で一生懸命やってきたつもりでございます。 

 まず、一番重要な消費生活相談情報ネットワークシステムの PIO－NET でございますが、

相談件数が増加を続けていたということもありまして、発生してから私どものホストコン

ピュータに登録されるまでの日数が非常に増加してくるということがございました。現在

の中期計画の前の平成 14 年度が、発生から登録までおおよそ 67 日掛かっていたというの

が、中期計画の初年度、平成 15 年度、平成 16 年度には 80 日前後にまで延びたということ

でございまして、これを何とかしなければいけないということで中期計画におきましては、

15％登録日数を減少させるということが掲げられたわけでございます。そのために、相談

カードの直接作成システムを導入しようということで準備を進めてまいりましたが、平成

17 年度から本格的に直接作成システムを導入いたしまして、いろいろございましたけれど

も、まあまあ各地のセンターにスムーズに導入されたと思っております。 
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 その効果がどうかということでございますが、平成 17 年度の相談の発生から登録までの

日数は、６月末時点で 58 日になっております。平成 16 年度が 77 日でございましたので、

かなりの減少ということでございます。ただ、まだ３月末までに発生したもので、これか

ら登録をされるというものがございまして、これから登録されるのは非常に日数を稼ぐ案

件でございますので、この 58 日に比べますと恐らく数日は平均が延びるということになろ

うかと思いますけれども、いずれにいたしましても平成 16 年度の 77 日に比べれば、かな

りの減少になるだろうと思っております。ただ、中期計画以前の 15％減というところまで

は、まだまだ努力が必要でございますので、直接作成システムの定着化、それから、カー

ドをつくるには時間が減少してくるということなんですけれども、各地の消費生活センタ

ーの中での内部決裁の問題で時間が掛かるとか、私どもの方に送るのに時間が掛かる。小

さいセンターでございますと１か月に一度も送付しない、まとめて送るということをやっ

ておりますので、そういうところで日数が掛かってしまうということもございますので、

各地のセンターとの円滑な連携ということに努力をするということで、日数の短縮をやっ

ていきたいと思っているところでございます。これが一番の私どもの大きな課題でござい

ます。 

 それから、もう一つ内部管理の問題で、業績評価制度の導入ということを申し上げてお

りました。平成 17 年度、昨年度から試行的に業績評価をやるということでやってまいりま

して、平成 18 年度からは本格的に導入するということで、まず管理職、それから、次に一

般職員の給与に具体的に反映させていくということにしております。試行の過程でも幾つ

かの問題が出てきておりまして、特に自己評価、それから、第１次評価者、第２次評価者

と上司がやるわけでございますが、どうしても評価のばらつき、自己評価を大変高くする

人もいれば、謙虚な人は低くするということで、その調整を上司も思い切ってやれるかど

うかということ等々、見ておりますといろいろ問題もございますけれども、そういうとこ

ろの調整をどうするかも含めて、平成 18 年度からは本格的に給与に反映させるということ

でやっていこうと思っております。それが平成 17 年度、平成 18 年度のあれでございます

が、これから幾つか予定されておりますことで、２つほど追加をさせていただきたいと思

います。 

 １つは、高輪の事務所でございますけれども、耐震診断の結果、危ないということで耐

震の補強工事をやるということで予算要求をしておりましたが、認められましたので、平

成 18 年度から３か年計画で補強工事を実施するということで現在準備中でございます。階

ごとに順次やっていくということになろうかと思いますが、それが今年度から行われると

いうことでございます。 

 それから、先ほど消費者調整課長さんからもちょっとお話がございましたが、平成 18 年

度に財務省の主計局で、予算執行状況調査というのが国民生活センターに対して行われま

して、詳しくは生活局の方から御説明があるかもしれませんが、３点ほど指摘をされてお

ります。1 つは、先ほど申し上げた PIO－NET の情報提供システムの迅速化、コスト圧縮と
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いうことをちゃんとやれということでございます。 

 ２番目は、情報提供の手段として、テレビ、出版業務をやっているわけでございますけ

れども、これがもう一つうまくいっていないのではないかと。これについて、そういう情

報提供媒体の見直しをやる必要があるのではないかということ。 

 ３番目でございますが、商品テストについては、テスト機器が陳腐化をするといいます

か、維持更新にもお金が掛かるということもあって、商品テストの大幅な外部化等も含め

て考えるべきではないかという３点が大きな指摘だったかと思います。 

 私どもこれにつきましては、見解にかなりの違いがあるというところもございますけれ

ども、問題意識としては共有するところがかなりございますので、今までも検討してきた

ところもございます。そういうことで、できるところからやっていくとともに、次期中期

計画で考えなければならない課題にもなろうかと思いますので、そういうことも含めて検

討してきたいと思っているところでございます。 

 私からの冒頭の御説明は以上にさせていただきまして、あと川本の方から詳細を御説明

申し上げます。 

○川本理事 それでは、私の方から資料３、資料４に基づきまして、まず実績報告を御説

明させていただきます。ベースとしましては資料４の横長を中心に、あと適宜資料３、資

料３の別冊資料を参考にさせていただいて説明させていただきたいと思います。 

 １ページ目の「業務運営の効率化に関する目標達成するためとるべき措置」でございま

す。まず、業務運営の効率化に関しまして、まず、予算の執行関係でございますけれども、

一般管理費における経費の効率的な執行状況というのがございます。これは、資料３、実

績報告書の 12 ページをお開きいただきたいんですけれども、ここに一般管理費のまず平成

16 年度と平成 17 年度の予算に関する表がございます。平成 17 年度は一般管理費、特殊要

因及び退職手当を除いて 1.5％の減になっております。物件費が 3.9％減、人件費が 1.0％

減ということですけれども、平成 17 年度の実績の方でございますけれども、平成 16 年度

より削減された予算よりも更に効果的に執行いたしまして 3.5％の減ということになりま

した。具体的には、資料４に書いてございますように、省エネを徹底したり、庁舎の管理

の費用を見直したり、競争入札を強化してできるだけ少ない費用でやるとか、あるいは印

刷物を廃止してホームページを活用するとか、入札自体もホームページに掲載してやるよ

うにしております。 

 あと、人件費の方は、いろいろな形で定員管理等を行いつつ効果的な執行に努めている

わけでございます。 

 全体として一般管理費として、先ほど申しましたように 3.5％の減ということになってお

ります。 

 それから、業務経費の方は同じく資料３の 13 ページに表をつけております。平成 16 年

度予算と比べまして平成 17 年度予算、これは平成 17 年度に PIO－NET の関係で国の PIO－

NET の補助金が国民生活センターの方に参ったということがございまして増えております
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けれども、この予算と決算を比較してみますと、2.7％の節約ということになっております。

具体的には、こちらの横長にございますように、機器借料を機器の構成によって見直した

り、それから、ＬＡＮの専用回線の入札によって節約したり、それから、ホームページを

活用する等によって節約しております。 

 次に、最適化計画を策定して実行していくということでございます。最適化計画につき

ましては、年央までにつくるということで策定委員会で検討しまして、平成 17 年 10 月に

策定しております。具体的には、別添資料の 27 ページを見ていただきますと、そこに最適

化計画そのものがついております。28 ページは目次でございますけれども、ＩＴを中心と

したシステムの改善という観点が中心なんですが、平成 17 年度の後半、平成 18 年度、平

成 19 年度という２か年半の計画になっておりまして、PIO－NET のシステムの改善とかホー

ムページの改善・活用とか、あと、内部的に電子決裁システムを構築しまして、その活用、

それから、電子掲示板とか電子ライブラリの活用、情報セキュリティ対策ということで、

とるべきことをまとめて計画という形にいたしました。そして、その計画をフォローする

ための委員会も設置しまして、フォローをするようにいたしております。 

 そのほか、私どもでは特別顧問会議というものを設けまして、外部の有識者７名の方に

出席していただいて、いろいろな意見を聞いて業務の推進に反映しております。その議題

等について 14 ページに掲げているとおりでございます。 

 次に、大きな２番目で、国民に対する情報提供サービスの観点でございますけれども、

まず(１)として消費生活情報の収集、PIO－NET の関係でございます。まず、PIO－NET につ

いては、次世代のシステムを検討するために最新の情報を集めるということがございまし

て、これは情報を収集して、特に日本の分野のリーディングカンパニー４社から詳細な技

術情報を入手して、収集・整理したところでございます。これについても別添資料の 38 ペ

ージに目次だけでございますけれども、どういう収集をして何を整理したかということで、

その報告の目次をつけさせていただいております。 

 次に、２ページにまいりまして、ホストシステムの見直しとも関連しますけれども、苦

情相談件数が増えている中でどういうふうに対応していくかということでありますが、こ

れはまず、どういう基準で PIO－NET の端末を設置していくかということを内閣府とともに

検討しました。また、入力日数、登録日数の短縮のための方策を考えるために、各地の消

費生活センターの実態調査を行っております。 

 次に、平成 17 年度から始まりました直接作成システムの整備状況でございます。端末直

接作成システムは 391 か所にまず配備をいたしました。その機器と同時に、そのシステム

を動かすソフトを配備しているわけであります。更に、地方のセンターの要望等を踏まえ

まして、平成 17 年８月下旬から 10 月中旬に掛けて 130 か所に追加配備を行っております。 

 その配備した機器が有効に円滑に運営されますように、早期習熟のための方策を実施い

たしました。インターネット上でそういういろいろな相談を受ける PIO－NET の消費生活相

談フォーラムを設置するとともに、ヘルプデスクの運用、更にはインストラクターを各地
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のセンター80 か所、延べ 88 人を派遣いたしました。それから、カード研修等も行ったとこ

ろでございます。 

 更に、入力項目を簡素化して入力しやすいようにということで、これは平成 16 年度から

考えてきたわけですけれども、その改善項目を平成 17 年度からそれに即して行えるように

しております。そういうことのためにも運用担当者会議等も開いて、円滑な運用に努めて

おります。 

 次に、消費生活相談データベースというのがございます。これは消費者一人一人、この

PIO－NET のデータに関心ある人が、自分の欲しいと思うデータをホームページ上で検索し

ていくというシステムでございますけれども、これはそういう最新のデータが入っていな

いと意味がありませんので、週に２回原則として更新していくということで、100 回以上更

新するということが目標になっております。平成 17 年度はホストコンピュータの機器の造

設等がございまして、若干全体のシステムを休止した時期もありまして、この点は更新が

99 回ということで若干目標には及んでおりません。したがって、自己評価の方もこの点は

Ｂにしております。 

 次に、消費者トラブルメール箱というのがございます。これは、メール上で消費者の意

見をいろいろ言ってもらうということでありまして、始めたときには大体 3,000 件台であ

りまして、数値目標としては 3,500 件を上回るということになっているんですけれども、

年々増えてまいりまして、平成 17 年度は 6,649 件の情報が寄せられたところでございます。 

 次に、３ページにまいらせていただきまして、その集められた情報の対応・活用でござ

います。内容によりまして、追跡的な調査をして、あるいは事業者に確認したりいたしま

して、事業者に対応を要請したりしているものもありますし、消費者自身にこういうふう

にした方がいいということで情報を提供しております。具体的には、どういう形でそれを

取りまとめているかということでございますけれども、年４回以上内容を公表するという

ことで、四半期に一度まとめまして、それを公表しております。どういう内容かというこ

とが次のカラムに書いてございます。平成 17 年４月に公表した四半期報では直収型固定電

話サービスに関するトラブル。直収型というのは。普通は電話を申し込むときには電話債

権というか、まず初めにお金が要るわけですけれども、それを払わないで済むような形の

固定電話が最近できていまして、それを強引に勧誘するということがかなりありました。

その情報提供、それに対して事業者等にも連絡して改善を求めているところでございます。 

 それから、プリンタの複合機の不具合とか、平成 17 年 7 月では、デスクトップパソコン

の液晶ディスプレイの横線の問題。どちらかというと、インターネットで消費者トラブル

メール箱というのは入ってきますので、ＩＴ絡みとかいろいろな最新の電子・電気機器等

の苦情、不具合等についての苦情等も行っておりまして、そういうものに対して追跡調査

をしているところでございます。 

 以下そこに書いてあるとおりでございまして、来た中でこれは傾聴に値するというか、

調べる必要があるというものをフォローしているところでございます。 
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 次に、(２)国民への情報提供ということで、①として報道機関等を通じた情報提供。こ

れは年間 20 テーマ以上ということでございまして、平成 17 年度は合計 23 テーマについて

情報提供いたしました。そのテーマでございますけれども、下に書いてございますように、

1の命を落とすこともある子どもの誤飲事故の問題、それから、身近に起こるクレジットカ

ードの問題、個人情報窓口開設１か月の状況等々でございます。これはもう少し後で見て

いただきます。 

 次に、４ページは、その中でも関係機関に要望したのが４つばかりございます。まず１

番目のクレジットカードの問題でございますけれども、これも悪用されたりしないように、

特にインターネット上や何かですと、確認ができないから番号だけでというのがあります

から、そういう自己確認のシステムをもう少し考えてもらう必要があるんじゃないかとか、

最近は売上げ伝票や何かでカードそのものの番号を全部載せない、半分だけやってあとは

ポツポツにするとか、いろいろな工夫がなされていますけれども、そういう悪用されない

ようないろいろな工夫が必要であるということで、関係の団体に要望をしております。 

 ２番目の高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売でございますが、特に高齢者の方は

銀行の窓口というと元本保証の金融商品が売られていると思う人が多くて、最近では窓口

でいろいろな種類の金融商品が売られていて、特に変動型の個人年金等も売られているわ

けでありますけれども、よくよく調べてみると、自分が考えていた元本保障型のものでは

ないということで、後から解約したいということになって、いろいろトラブルになる。あ

るいは非常に窓口の説明がおざなりであって、あたかも元本が保障されるような形で勧誘

しているとか、そういうことも行われていますので、その点について金融庁、業界に要望

しております。 

 それから、３番目の個人情報絡みなんですけれども、電話番号情報というのが非常に広

く流布していまして、本人が知らないうちに使われている。と申しますのは、電話番号を

記載するのはＯＫした人が、今はその情報が何らかの形で CD－ROM 等になって一般に売ら

れたりしているケースがございます。そういうこともあり得るということを知らないで、

電話番号を載せてもいいですよと言う人がいるわけで、そこにそごが生じている面もござ

いますので、もう少しその使い道等がわかるような形で、しっかり全体の流れ等もわかる

ようにして本人の了解を求めた方がいいか、本人が載せたくない場合には載せないように

すると、その辺を徹底してほしいということで、この中心的な機関であるＮＴＴ西日本等

に要望しております。 

 それから、ここでは載せていないんですけれども、実績報告書の 33 ページなんですが、

国際ローミングサービスというのがございます。この情報提供の一つ一つをそれぞれに説

明しているわけですけれども、33 ページに「海外で利用できる携帯電話のトラブル」とい

うことで、国際ローミングサービスというものがございます。国際ローミングサービスと

いうのは、国際電話というのは日本の国内から海外に掛けるのが国際電話でございまして、

国際ローミングというのは、海外で自分の携帯等から日本に掛ける、あるいはほかの国に
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掛けるということをローミングサービスと言っていまして、一般の人は海外で落としたり

すると困るから、そういうサービスは要らない、あるいはこの携帯電話では外国に行った

ら使えないようになっていますからというような形で言われて、もう使えないんだなと思

っているわけです。ただ、携帯で写真代わりにちょっと撮りたいなどと持っていく人がい

るわけですが、それをなくしたりした場合に、その中のチップをちょっと変えたりすると

使えるようになってきて、本人が知らないうちに思わぬ請求が来たり、そういういろいろ

な問題が起こっております。その点、情報提供がきちんとしていなくて、消費者と電話会

社の間に相当の誤解があったりすることが起こっておりますので、そういう点を改めるべ

くきちんとした情報提供を要望しているわけであります。この国際ローミングサービスは

非常に新しい事象でございました。これも情報提供し、なおかつ要望しております。この

横長の表では４番目が割愛されておりますけれども、国際ローミングについても要望した

ところでございます。 

 これらは、メディアを通じてということで、できるだけわかりやすい形で説明し、毎月

一度行っております記者説明会でも説明し、それが新聞記事あるいはテレビ等で報道され

たところでございまして、別添の方に新聞記事をつけております。50 ページからでござい

ます。ごらんいただきますと、まず、子どもの誤飲の問題で、これはたばこが非常に多い

んですけれども、子どもが不注意でいろいろ窒息事故等を起こすということで、この辺の

注意を呼び掛けているところでございます。 

 51 ページは、カード全体のトラブルが非常に増えているということで、その管理、本人・

家族の管理、それから、カード会社の適切な対応。 

 52 ページは、個人情報保護報が去年４月１日から正式に全面施行されまして、それに伴

って国センも相談等を開始したわけでありまして、その１か月目の状況を整理したところ

が新聞記事になっております。 

 53 ページは、天下一家の会というのが、これは 25 年ぐらい前に起こったことなんですけ

れども、これがまだずっと破産した後の破産管財人がいて、その配当がわずかですが行わ

れたんですけれども、これは昔の話なので、また昔のを種にして悪質な詐欺商法が起こっ

たのかと勘違いして、地方のセンター等に大分問合せがあったんですが、これはそういう

ことが実際の正しいやり方で債権者に連絡があったということであります。 

 54 ページは、留学あっせんに伴う消費者被害を整理しましたので、その点が報道されて

おります。 

 55 ページは、先ほど申し上げました銀行の窓口勧誘の問題。 

 56 ページ、昨年訪販リフォームが非常に大きな社会問題になったわけですけれども、そ

の関係で情報提供しております。特に高齢者への次々販売、それから、判断不十分者への

勧誘が極端に多くなってきているということがございます。 

 57 ページは、生命保険金の不払い、特に告知義務違反を理由にして生命保険会社の不払

いが非常に多くなっておりますので、告知義務違反に関して消費者の理解、例えば、いわ
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ゆるセールスレディというか、保険レディの方に幾ら口頭で言っても、それは告知したこ

とにならない。それから、勧誘する人が、あたかも多少の病気は別に書かなくていいです

よ、みたいな感じで、非常に安直に勧誘するときには言っていて、実際に何年か経って保

険金を支払ってほしいという段になると、告知義務違反ということで払わないということ

が起こっていますので、その点の問題を分析して情報提供したわけでございます。 

 その他 58 ページは、平成 16 年度の消費者相談の実績がわかったときの新聞記事です。 

 59 ページは、訪販リフォーム。 

 60 ページは、個人情報保護で半年経っていろいろな問題が起こって、特に過剰保護の問

題について整理しております。 

 61 ページ、アスベストの相談が増えているということで、アスベストも大きな社会問題

になったところでございますけれども、その関係でございます。 

 62 ページはオンラインゲーム、これは若い人を中心に相当利用されているわけですけれ

ども、この運営が非常にずさんだとかいろいろな問題があります。それを分析して整理し

ております。その関係の記事でございます。 

 63 ページは、毎年年末に重大項目ということで整理しておりますけれども、その関係の

報道でございます。 

 64 ページは、自動車のスライディングドアに挟まれるということで大きな事故になって

おりまして、この点の情報提供。 

 65 ページは、先ほど申し上げました国際ローミングについてでございます。 

 66 ページは、電話帳の名前がほかに利用されているというようなことで、平成 17 年度は

23 情報提供しましたけれども、そのほとんどが新聞あるいはテレビ等で報道されていると

ころでございまして、私どもの調べでは新聞に商品テストを除いて 163 回、テレビ等に 72

回報道されております。 

 次に、②の出版物、テレビ、ホームページでございます。ホームページのアクセス件数

につきましては、やはり架空請求の関係が平成 17 年度は減少したということも、相談でも

そうなんですが、ホームページのアクセスでもそれが相当影響していると思われまして、

全体で２割強減少しております。平成 15 年度よりは件数は多くて、257 万件でございます。 

 ホームページにつきましては、内容等の充実を図っておりまして、それぞれのフィッシ

ングの被害とか、ここにいろいろございますアイテムを加えたり、それから、ホームペー

ジのリニューアルを図って、更に見やすくわかりやすくしたものでございます。 

 携帯電話につきましても情報提供を広げておりまして、ｉモード以外にａｕとか

vodafone に対応した専用サイトを新設しております。 

 テレビ番組につきましては、年間 40 回の放映をいたしました。中期目標では、アンケー

ト調査で５段階で４以上の満足度を得るということになっていまして、満足度調査では 4.4

の得点を得ております。こうしたアンケート調査の結果を踏まえて、番組の企画、番組構

成に反映しているところでございます。 
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 次に、５ページにまいります。平均出版物でございますけれども、『くらしの豆知識』も

アンケートでは 4.5 ということで高い評価を得ております。アンケート調査を踏まえまし

て、司法制度とか医療、表示等についても加えております。 

 次に、月刊雑誌『国民生活』も満足度は 4.2、意見の中で介護とかインターネット関係、

環境問題等も取り上げたらということで、そういうテーマについても企画、特集等で取り

上げております。 

 『たしかな目』はアンケート調査で 4.4 を得ております。内容的にも悪質商法とか暮ら

しの法律、知識、高齢化と福祉、金融商品の問題等、アンケート調査の意見を踏まえて掲

載しております。 

 次に、６ページにまいります。苦情相談でございますけれども、まず、弁護士等の専門

家の配置、専門家を活用して相談に当たるということでございまして、平成 17 年度は法律

相談 119 日、建築関係、自動車関係、全部で 155 日ということで目標を達成しております。 

 どういうテーマでやったかということでありまして、これはあくまでも例示でございま

すけれども、悪質な浴室のリフォーム工事とか、メル友になってと近づいてきた業者に契

約させられた宝飾品、クーリング・オフ通知で個人情報の提出を求められた問題、それか

ら、保険募集時の適合性の遵守が不十分だった証券会社、それから、２か月以上経ってか

ら契約解除を申し入れてきた中古車買取専門店の問題、これらにつきましては、報告書の

44 ページ、別添資料に載っているところでございますけれども、専門家の知識も活用しな

がら問題の解決に努力いたしました。 

 次に、②個人情報関係でございますが、個人情報はまず個人情報に関する苦情の収集・

活用状況ですけれども、昨年４月１日から本格施行ということで、１つはデータベースを

つくりまして、そこに全国の消費生活センターで受けた個人情報についてデータベース化

するということで、平成 17 年度では１万 1,565 件のデータを収集しております。 

 それから、国民生活センター自身がやる相談でございますが、これは準備を平成 16 年度

末からいたしまして、平成 17 年度初から行っておりまして、１年間で 1,667 件、月平均 130

～140 件くらいの相談を受けております。これは専用回線をつくって専門相談員を置いて始

めておりまして、この相談結果については１か月の概要、３か月の概要、それから、６か

月目に少し幅広く分析いたしまして、いわゆる過剰反応の問題も含めて動向と問題点をま

とめております。 

 そのほか、この相談からわかった先ほど申し上げました電話帳の問題とかを取りまとめ

ていると同時に、各地の消費生活センターからのいろいろな問合せにも応じておりますし、

国民生活審議会に個人情報保護部会というものがございます。そこでも国センにおける相

談状況等の報告を求められ、意見を陳述しております。 

 また、ブロックごとに個人情報保護法の一般説明会、これは内閣府と一部国民生活セン

ターと共催のところがありますけれども、そこで私どもの職員が説明したりしております。

そのほか、研修部における研修においても、相談の現場の状況を報告して役立てておりま



 -  - 12

す。 

 次に、一番下の苦情相談情報の事例の編さん状況でございますけれども、平成 16 年度は

個人情報に関する相談マニュアルというものを作成したんですが、平成 17 年度は相談の事

例を分析しまして、事例集を策定いたしました。これにつきましては、目次だけなんです

けれども別添の 103 ページを見ていただきますと、どんなものをつくっているかというの

がわかるんですが、資料 23 というのがございます。ここに目次だけですが、個人情報保護

の全体的な総論といろいろな事例ということで、個別の事例を 34 ほど取り上げて考察して

おります。更にＱ＆Ａというのを 10 問作成しまして、これは相談の現場で役立つようにと

いうことで、委員会をつくって編集して、各地のセンターにも配付いたしました。 

 次に、７ページでございます。地方センターの苦情相談処理への支援でございます。苦

情相談処理の支援としては、経由相談の受付と対応というのがまずございます。平成 17 年

度は 4,179 件経由相談を受けております。内容的には移送ということで、国民生活センタ

ーが受け取って完全に行うものが 11 件、あと助言が 3,825 件、共同処理が 289 件というこ

とになっていまして、具体的にはどういうものをやったかということで、移送としては悪

質な浴室リフォーム工事とか、それは私どもがこれを受けて専門の建築家等も派遣して、

もう一度状況を把握したりして問題の解決に当たっております。 

 それから、契約の１時間後に解約を申し出たのに返金されない幼児用英会話教室の問題。

それから、共同処理としては、例えばどんなものということで報告書の 53 ページを見てい

ただきたいんですけれども、53 ページには未成年の友人のために契約した中古自動車の問

題。これは、消費者金融まで行ってお金を借りさせて、そして、中古車を買うということ

ですけれども、それを解約したいということで問題が起こっているわけです。 

 事例４で、保険募集時の説明や適合性の不足があった証券会社の問題と、やや複雑なも

ので地方のセンターで解決しにくいということを共同で解決しております。 

 次に、２番目として地方との関係では、消費生活相談緊急情報、マル急情報と一般に言

っているんですけれども、これを毎月発行しています。内容的には毎月毎月勿論変わるわ

けですが、事業者名とか具体的に名前が入っていまして、これは一応内部の資料というこ

とで、国センと消費生活センターの間で使われております。こういう形の資料でマル急と

書いてあってマル秘になっているんですけれども、それを毎月発行して配付しております。

内容的には本文の方はやや月別に詳しく書いてありますが、ここにございますように、申

し込んだ覚えがない業者からの会員登録の通知とか、ワーキングホリデープログラムとか、

こういう業者がいて、こんな形で勧誘して、こういうことでいろいろ問題が起こっている

と。それから、過去に起こった問題がどうなっているか等のフォローの記事とか、関係の

資料等もつけたり、いろいろな形で実践的に消費生活センターの現場で役に立つ情報とい

うことで編集して発行しております。 

 それから、製品事故情報、これは製品事故の関係を取りまとめていまして、２か月に一

回ということで、平成 17 年度も６回発行しております。 
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 次に、８ページにまいりまして、全体としての中核機関としての運営状況ということで

すけれども、先ほど申し上げましたように、経由相談、マル急情報、製品関連情報、あと

消費者契約法とかＰＬ法等についての訴訟の状況を整理して編集してお配りしたり、そう

いうことで行っております。 

 それから、地方センターの活用状況、これはいろいろな形で反響が返ってくるわけです

けれども、全般的に非常に有用であるというようなコメントを地方からいただいておりま

す。 

 それから、経由相談の比率でございますが、先ほど申し上げましたように平成 17 年度は

経由相談が前年度より 400 件ほど増えまして、シェアでは 50.4％ということで、計画の最

終年度に 50％以上になればいいんですけれども、たまたま平成 17 年度は 50％をちょっと

オーバーしております。 

 次に、④消費者苦情処理専門委員会でございます。高度の法律的な判断を要するものに

ついて事例を検討して、その対処方針をまとめていただいて理事長に助言をいただくとい

うことでありまして、目標では４件以上の情報提供を行うということでございますけれど

も、平成 17 年度は中古車の売却の際のキャンセル料のトラブルとか美容・医療サービスの

中途解約にかかわるトラブル、絵画のクレジット契約、出品・展示契約にかかわるトラブ

ル、この３つについて小委員会を設けて検討し、助言をいただいたところでございます。 

 それから、親委員会というか苦情処理専門委員会そのものは２回開催させていただいて、

これまでの小委員会の検討状況等の報告審議、それから、新しい委員長の選任等も行いま

して、通常は１回のところを平成 17 年度は２回開催いたしました。 

 いずれにしても情報提供という観点からは、目標の４件以上に及ばない３件でしたので、

自己評価はＢとしております。 

 これらの助言がどのように活用されているかということでございまして、例えば、中古

車の売却というのは、たしか中古車を買ったけれども数日後にキャンセルしたいと言った

ら、100 万円ぐらいの自動車だったんですけれども、10 万円もキャンセル料を取られると、

ちょっといかがなものかということで消費者契約法等に照らしますと、数日後のキャンセ

ルで平均的な損害が 10万円もあるのかということで問題になって、いろいろ検討しました。

この結論に即して、具体的な業者の方は今後もう少しキャンセル料を下げるということで、

10 万円じゃなくてもっと低い金額にいたしました。そういうことで、業者が定めた基準と

いうのが法に照らして妥当性がないような場合、もっと低い金額でいいのではないかとか

そういう形で、消費生活センターの現場でもこういう考え方で対応をとっております。 

 それから、２番の絵画のクレジットなんですけれども、これは絵画を買ってくれればそ

れを預かって、いろいろなところに貸して、絵画の出品料を送りますから、初めに出した

お金よりも非常に有利な資金の運用ができるということで、会社にとっては税金の関係か

ら個人に持ってもらうと会社も有利になるんだというようなうまい説明口上でいろいろ買

わされまして、ところが実際１～２か月は出品料は来るけれども、数か月後にはもう来な
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くなってしまうということで、やや詐欺的な要素があると思います。クレジットを組ませ

ていますから、この案件につきましても、クレジット会社というのはやはりそういう加盟

店がそういういい加減な販売をやっているわけですから、おかしいのではないかというこ

とを強く言って、クレジット会社の方で残りの残金の請求をしないということで、国セン

のこの件は何とか解決しております。 

 ただ、同じようなものがありまして、それについては、ほかの地方の消費生活センター

で同じような案件で必ずしもそのとおりになっていなくて、一部裁判になっているものも

ございます。ただ、苦情処理専門委員会の考え方なども消費者の方は主張の根拠として活

用しているようでありますし、私どもの苦情処理専門委員会の委員の方が、訴訟案件の弁

護士になって取り組んでいただいているというものもございます。 

 そういうことで、一つ一つの案件というのは考え方を取りまとめていただいて、ダイレ

クトに役立つ場合と、間接的ではありますけれども相談の現場で生かされている場合が少

なくないわけでございます。 

 次に、９ページでございます。ＡＤＲ機能ということで、平成 17 年度は消費者問題に係

るＡＤＲの総合的窓口としての機能整備に着手ということで、その一貫として、ホームペ

ージ上にＡＤＲについての機関とか内容等を整理して掲載するということで、ＡＤＲコー

ナーを設けました。まだ、司法テラス等については内容的にも固まっていない面がありま

したわけでありまして、更に今後いろいろな機関の内容等については充実していく予定で

す。 

 (４)関係機関への情報提供でございます。まず、地方への情報提供ということでは PIO

－NET 通信ということで、毎月 PIO－NET のいろいろな専門技術的な取扱い等についての情

報を「PIO－NET 通信」という形で出しております。内容的には毎月数項目ずつになる場合

が多いんですけれども、ここに書いてあるようなことを通信として出しております。 

 次に、一番下の欄のセキュリティを確保した常時接続への移行でございます。PIO－NET

の回線というのは、従来は一般的な回線を使っておりましたけれども、もう少しセキュリ

ティに配慮ということで、いろいろ工夫しまして、新しい仕様で行えるように入札をして、

平成 17 年度末から移行しております。 

 次に、10 ページでございます。電子配信を進めるということで、PIO－NET 通信について

は平成 17 年９月初旬から電子配信をしております。マル急情報については、年度末から始

めております。 

 次に、②行政機関等との情報交流でございますけれども、まず行政機関からの情報提供

依頼の対応でございます。平成 17 年度国会が 54 件、経産省 378 件、内閣府 100 件、その

他 102 件、合計 634 件の提供をいたしております。経産省については特定商取引法違反関

係が多いのでございますけれども、PIO－NET で提供したもので少なくとも行政処分の 15 件

は直接役に立っているものと思われます。 

 そのほか、情報提供という意味では政府、審議会、政党からのいろいろな法令の改正を
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はじめ、消費者問題に関する会議に出席したりして、それに対応しているところでござい

まして、これも報告書の 64 ページに具体的な名前を書いてあるところでございます。 

 次に、法令に基づく情報提供でございますけれども、これは裁判所、警察、弁護士会か

らの法令に基づくものでございます。平成 17 年度は 314 件ございました。これも傾向的に

は年々増えております。弁護士会が一番多くて 206 件、これは２年前の約倍になっており

ます。 

 次に、③消費者団体等との情報交換でございます。まず、消費者フォーラムというのを

毎年 12 月に開いておりまして、これへの参加割合というのは 645 名ということで、想定参

加者数の 99.2％に及んでおります。７つの分科会を設けて 54 のグループが活動報告をして

おりまして、それに基づいて意見交換等を行っております。そこにございますように、第

１分科会「くらしと食を考える」から、第７分科会「安全・安心なくらしを考える」まで

でございます。そして、参加者の満足度は 4.6 でございまして、77％の人がまた参加した

いと言っております。 

 それから、消費者フォーラム以外でございますけれども、まず、関係団体との意見交換

でございます。消費者団体とは平成 17 年９月に行っております。そのほか、JARO＝日本広

告審査機構、損保協会、訪販協会、生保協会、日本通信販売協会と意見交換を行っており

ます。 

 11 ページは、その内容の項目を掲げておりますけれども、それぞれの段階あるいは国セ

ンの関係する部分が中心でございますが、例えば、JARO ですと表示の問題、損保協会です

と今いろいろな問題が起こっていますし、最近は耐震偽装などの問題でマンションや何か

に保険を掛けた方がいいのかどうかというような問題、そういうものについても意見交換

をしていますし、訪販協会は特にいろいろな問題が起こっていることもありまして、自主

行動基準の改定の問題とか不招請勧誘とかそういうことについても意見交換していますし、

生保協会は先ほど申し上げましたような告知義務違反の問題などがございますので、意見

交換と同時に強く要望もいたしたところでございます。 

 次に、情報交流プラザの活用ということで、これも毎月サロンを開催し、あと、昼間の

時間はオープンにして、関係の団体に大いに活用していただくようにしています。 

 次に、(５)研修でございます。研修は全体として目標のコース数を達成しているわけで

ございますけれども、まず、地方公共団体の職員研修、これは４コース行うということで

行っております。参加割合も４コース平均で 129.25 ということで定員をオーバーしている

ところでございます。内容は下に書いてあるとおりでございます。 

 次に、12 ページにまいります。消費生活相談員を対象にする研修を 31 コース行う、これ

はちょうど 31 コースになっております。参加割合は平均しまして 122.5％ということでご

ざいます。内容的には、①の消費生活相談員養成講座は１期と２期に分けまして、相談員

としてふさわしい知識をかなり具体的な形で講義形式あるいはグループ討論形式で行って

おります。 
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 そのほか、専門・事例講座、これは時々の重要テーマを決めて、そこにございますよう

に、リフォームの問題とか割賦販売法とかインターネット等々について行っております。 

 13 ページでございます。今の相談員のアンケート調査は 4.8 ということで、これも高い

満足度をいただいております。 

 次に、生活大学移動セミナー、地方都市で行う 10 コースを予定したセミナーですけれど

も、10 コース行っておりまして、参加率も 105.2％ということになっております。研修の

内容は下の欄に書いてあるとおりでございます。 

 次に、14 ページで参加者の意見、満足度。満足度が 4.7 で、いろいろな意見が寄せられ

ておりますが、誰でもわかるような話し方の方がよかったというような意見も一部にあり

まして、やはりどうしても専門的な話に入らざるを得ませんから、少し難しいなどという

意見も一部はあります。 

 次に、企業の消費者対応部門の職員の研修ですけれども、これも４コース行っておりま

す。参加平均も 112.3％になっていまして、その時々で重要な、必要なテーマを選んでやっ

ているところでございます。 

 15 ページは、消費者活動リーダーを対象にした研修。これは１コース行いましたけれど

も、去年はたしか割と評価が低かった面がございまして、それは参加率が低かったことに

よります。だから、それを踏まえて改善し、特に食品の問題についてのリスクコミュニケ

ーションを中心に行いました。満足度が 4.7 で、受講者からは非常に勉強になったという

ようなコメントが寄せられております。 

 それから、地元の相模原市と共同で公開講座を行うことになっていまして、これは平成

17 年５月に３日間コースで行いました。参加率が 127.5％ということで、満足度も 4.8 に

なっております。 

 次に、一番最後の欄で、教育関係を対象にした研修でございますけれども、これは日本

消費者教育学会との共催が１つ、それから、消費者教育支援センターに支援をいただいた

ものが１つ、２コース行っております。参加率は 135％と 83.3％でございます。平均しま

すと 112.9％。 

 16 ページでございますけれども、テーマは１つは、社会人１年生のためのファイナンシ

ャル・プランニング、それから、教員を対象とした消費者教育の方は、学校における消費

者教育・法教育の意義等をテーマに講義、演習、グループ討論等を行っております。満足

度としては 4.6、4.9 となっております。全体としては、役に立ったというコメントをいた

だいております。 

 次に、②消費生活専門相談員資格の認定でございます。これはまず、試験を全国 15 か所

で行うということで、平成 17 年度はここにございますように、認定試験を全国 21 か所で

行っております。地方都市での開催率も 52％となっておりまして、目標を満たしておりま

す。 

 それから、参加人員もホームページがそのまま受検の申込書になっていて、ダウンロー
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ドして、すぐ申し込めるような形にしました。そういうこともあったのでしょうか、受検

申込者が 890 人と大幅に増えております。 

 次に、(６)商品テストの方にまいります。商品テストはまず、テスト技術の向上と研鑽、

テスト期間の短縮というのが目標になっておりまして、いろいろな形でテスト技術の向上

に努めていろいろな研修に参加しております。テスト期間は、平成 16 年度は 85 日だった

んですけれども、80 日と５日間短縮しております。 

 次に、原因究明テストでございます。年度で 45 件以上行うということで、ちょうど 45

件になっておりまして、ここにございます表のとおり、おろししょうがの入った瓶が開口

時に破損し切傷したその原因、それから、45 番の浴室の換気扇ダクトに生じた黄色い粉の

危険性という 45 件行いました。 

 下の方の企画ブロック会議及び技術評価研究会の実施状況でございますけれども、企画

ブロック会議というのを開いて、全国の地方の消費生活センターでテストを行っている職

員の方々といろいろな交流を行っているわけでございます。技術評価研究会は、平成 17 年

度はクリーニング事故の原因究明に関するテスト技術及び評価方法ということをテーマに

行いました。 

 18 ページにまいりまして、技術相談というものも行っていますけれども、技術相談の内

容、その効果ということで、無洗米のとぎ汁の濁度の測定法とか、これは現場でどういう

ふうにテストを行うかということで、いろいろな相談があります。それに対して的確に対

応しているところでございます。 

 次に、②問題提起型テスト、もう少し分析して構造的な問題とか、掘り下げて分析して

テストを行って問題を提起していくという問題提起型テストが 12 件、月平均１件以上やる

ということで平成 17 年度も 12 件行いました。ここにありますように、電動アシスト自転

車から水洗トイレの芳香剤によって排水口が塞がれる事故の問題、12 件を行っております。

そのテストの概要をまとめ、また必要に応じて要望等を関係団体、行政機関に出しており

ます。個々の内容につきましては、97 ページの実績報告書に詳しく示しております。特に、

どういう団体にどういう要望をして、どういう効果があったかというのを一つ一つ示して

いるところでございます。例えば、98 ページの②虫除け剤ですと、ディートという忌避剤

が一般に使われているんですけれども、幼児が使った場合に非常に体に悪影響があるんじ

ゃないかということで、国際的にもそういう問題が提起されておりますので、使用上の注

意をもっと充実するとか、乳幼児には使用しないようにするとか、そういうことが必要だ

ということで関係機関にも要望しております。 

 その他、例えば 100 ページの⑩に自動車のドアに挟む事故というのがございます。スラ

イディングドアの事故というのは非常に大きな事故になりますので、この点のいろいろな

表示とかも含めて、改善点を関係機関に要望しております。その他一つ一つテストして問

題がクリアになったところで、その改善を要望しているところでございます。 

 それから、マスコミ等にも情報提供を心掛けておりまして、これは別添の 68 ページを見
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ていただきたいんですけれども、先ほど契約勧誘関係で見ていただきましたが、その続き

になるんですけれども、68 ページに虫除け剤というのがございますが、これも頻繁な使用

に注意ということが出ております。 

 69 ページでは健康食品、特にキダチアロエをテストして、これも薬品以上に有効成分が

含まれていて、そういうことの表示とか消費者への情報提供がしっかりしていないという

ようなこともございます。 

 70 ページは、同じく健康食品でセンナ茶の問題。減肥といって、これも非常に成分が強

かったりして、消費者の健康危害が逆に出ていることがございます。 

 71 ページは、自転車の無灯火走行のテスト、自転車のライトがどういうライトだったら

どういうふうに点滅が伝わるのかとか、いろいろなテストをしまして、その結果を基に見

ています。 

 72 ページが食洗機の問題、73 ページは、毛染めの中で酢酸鉛を含むものがありまして、

これが非常に問題を起こしております。 

 それから、ペットボトルを入れて加湿器にするという非常に簡便で安価な加湿器なんで

すけれども、これが倒れたりして健康被害が起こっている問題。 

 75 ページは子どもの誤飲、76 ページは自動車のスライドドアの事故の問題、77 ページカ

ラーコンタクトということで、テスト結果もこういう形で一般に広く報道されております。 

 次に、それぞれ媒体を通じて、あるいは国民生活センターの『たしかな目』とか『国民

生活』等にも掲載しております。 

 それから、専門的な分析評価委員会がございまして、これは 27 回開いて、テスト結果に

ついてアドバイスをいただいたり、あるいはテストをする前のテストデザインの段階でも

助言をいただいて、そういう助言を十分反映するようにいたしております。実績報告書で

は 103 ページから個別具体的に、どういう助言をいただいて、どういうふうに活用したか

ということが書かれております。 

 (７)調査研究でございます。調査研究は平成 17 年度３本行いました。有料老人ホームの

消費者問題とか食品関連、多重債務でございます。それも外部の専門家の評価をいただく

ということで、外部の専門家の評価委員会を３月に開きまして、目的の妥当性とか調査内

容、研究成果を評価していただいて、これは４点法なんですけれども、3.9 という極めて高

い評価をいただいております。詳しい評価の内容等は別添に書かれているとおりでござい

ます。これも新聞報道等多数あるいは政策提言をそれぞれしていますので、関係の行政機

関等にもその提言が生かされているところでございます。 

 次に、３の予算でございますけれども、これは先ほど一般管理費と事業費に分けて御説

明いたしましたが、全般的に予算と決算で収入の方は 4,800 万円少なかったということで、

これは印刷関係の収入、出版関係の収入が 5,300 万円ほど減収。ただ、研修・宿泊関係は

600 万円ほど増えていまして、両方合わせて 4,800 万円の減ということでございます。支出

の方はいろいろな形で効率的な縮減に努めまして、計画額と決算額では３億 2,300 万円の
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差が出たところでございます。 

 20 ページ以下、財務諸表の説明のときに触れられると思いますから割愛させていただき

ます。 

 21 ページの後半の方でございますけれども、７の(２)人事に関する計画につきましては、

まず、業務の効率化によって常勤職員の増加抑制に努めるということでございまして、ま

ず、その前提といたしまして職員の資質の向上に努めました。そして、職員を各種の講習

会に参加させるなど、スキルの研鑽を図っております。 

 目標に管理に基づく業績手当制度については、平成 16 年度に検討し、平成 17 年度から

予定どおり実施いたしました。 

 ②人員に係る指標としては、期末の常勤職員の状況でございますけれども、年度末が 115

名となっております。ただ、まだ平成 17 年度までは定年月退職でありましたので、年度末

にいたということで換算しますと 118 名でございます。そして、平成 18 年度からは年度末

の定年制度に移行するよう規程を改めました。 

 それから、(３)中期目標の債務状況、これは地方のＰＩＯを国センが一元的に所有して、

それを貸し出すという形、リースという形になりましたので、債務負担が生じております。 

 大分長くなって恐縮ですけれども、以上で資料４の説明は終わります。 

 あと、資料２の説明をしてくださいということなので、簡単にいたしますと「平成 16 年

度業務実績に対する指摘事項への対応状況」でございます。 

 １の最適化計画については、年央につくりまして、それを推進してまいります。 

 ２、ホストコンピュータシステムの構築、次世代につきましては、平成 18 年度にシステ

ム刷新の可能性調査の予算もつきまして、これを行いつつ次世代の PIO－NET システムの構

想を取りまとめることにしております。 

 ３、満足度のアンケート調査の回収率の向上に努めておりまして、平成 17 年度は平成 16

年度よりそれぞれ回収率が増大しております。 

 ４の相談員等の資質の向上でございます。私どもの相談員、いろいろな形で研修に参加

するとともに、高度の専門家に来ていただいて行っている相談の場合には、できるだけ相

談員も同席して資質の向上を図っているところでございます。 

 ５、苦情処理専門委員会に関しましては、機動的に行っていくということで、平成 17 年

度は３件にとどまりましたけれども、前年度は２件でありました。いろいろな形で工夫し

ていきます。 

 ６番目がＡＤＲ関係の総合窓口、これはホームページにＡＤＲコーナーをつくりました。 

 ７、くらしの情報交友プラザにつきましても、サロンを開催するなどを通じて輪を広げ

ていっております。 

 ８番目の消費者教育でございますが、消費者教育支援センターと連携して講座を設けた

り、あるいは消費者教育学会と連携して開催しております。 

 ９、研修については、想定参加者数を下回る研修があるという問題ですけれども、平成
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16 年度特に半分ぐらいしか満たない講座が１つだけあったんですが、そういうことのない

ように、ニーズに即したテーマ選定等も更に工夫しまして行っていきます。 

 10、資格試験の方は、地方での開催あるいは受験生を増やすということなんですけれど

も、ホームページの工夫等において平成 17 年度は増えました。今後も受験希望者数ができ

るだけ増えていくように努力したいと思います。 

 11、任期付き職員の採用でございますけれども、これは平成 16年度は１人採用しました。

平成 17 年度の採用はございませんが、平成 18 年度は採用すべく準備をしているところで

ございまして、学卒の新人をとるだけではなくて、いろいろな形で工夫してまいります。 

 12 は組織の見直し。これは平成 16 年４月に大幅な組織の改革を行いました。今後も必要

に応じて見直して対応してまいります。 

 13 番目の職員の資質の向上、これで研修等具体的には経理・監査関係の研修とか、食品

の栄養表示と健康表示の見直しに参加させたり、それぞれの職員を業務と関係があって資

質の向上に役立つものについて、できる限り参加してもらうようにしておりますし、今後

もそうするつもりであります。 

 14、ＰＩＯ等に寄せられた情報の積極的活用ですけれども、その相談情報等を問題意識

を持って分析しまして、消費者への情報提供、事業者、関係行政機関等への要望をできる

だけ行ってまいります。平成 17 年度は件数だけで見ますと 23 件ということで、20 件をオ

ーバーしているところでございます。 

 15 番目の中核的な機関としての役割、それから、情報交流ですけれども、これも経由相

談とかマル急情報とか、先ほど申し上げましたように、いろいろな形で支援・連携を行っ

ていますし、関係団体とも意見交換等を緊密に行っております。 

 16 の組織再編は先ほどと同じです。 

 あとは、18 の業績手当の導入も行って、職員の意識改革が推進されるように努めていき

ます。 

 19、役職員の給与制度、これはホームページに載せるなと透明性に努めております。 

 お時間の関係で資料４が中心になりましたけれども、実績報告書ではこの横長に書かれ

ていること以外でも、平成 17 年度に行ったことについて適宜触れさせていただいておりま

す。昨年と同様、役員が何を中心にやっているかのということが指摘されたわけですけれ

ども、それにつきましては９ページに、平成 17 年度に理事長、理事、監事の業務運営状況

について、その重要点を整理して掲げております。 

 以上でございます。 

○山本分科会長 大変膨大な内容について手際よく御説明いただきまして、どうもありが

とうございました。また資料として詳しい報告書等をまとめていただきまして、大変御苦

労だったと思いますけれども、併せてお礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、委員の皆さんから御質問等がありましたら、

御発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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○大森委員 財務省の予算執行調査がちょうど平成 17 年度についてやっていまして、私ど

もの今回の評価項目とも関係していることについて財務省が評価をしているんですけれど

も、これはどういうやり方でやっているんですか。向こうから誰かが来るんですか。 

○勝見消費者調整課長 本年度４月から５月に掛けて、基本的に財務省の私ども内閣府の

予算担当の主査が国民生活センターにも出向きましたし、例えば、PIO－NET の関連であり

ますと、東京都の消費生活センター、それから、仙台市、山形県、地方の消費生活センタ

ーにも実際に財務省の予算担当者が出掛けて調査をしております。 

 それから、実際のヒアリングあるいは調査の前に、かなり膨大な関係資料の提出を求め

られておりまして、財務省からの指示に従って当方で作成した資料を提出しております。

それを見た上でのヒアリングあるいは実際の視察等を含めての財務省としての見解が、後

ほど少し説明させていただきますが、本年度の予算執行調査結果としてまとめられており

ます。 

○大森委員 そうすると、これは改善・検討の方向が指摘されているんだけれども、これ

についてセンターの方はどうしたかと報告することになるんですか。 

○勝見消費者調整課長 基本的には、平成 18 年度の予算執行調査において財務省が指摘し

た部分については、平成 19 年度の予算要求に反映されたいというのが財務省の考えです。 

○山本分科会長 ちょっと議事の整理をさせていただきたいんですが、今、御指摘の点に

つきましては、国民生活センターからの御説明の冒頭、糠谷理事長からも言及がありまし

たし、平成 17 年度の私どもの評価と関係しますけれども、一応議事の整理としては、本日

は資料９というものを御用意いただいておりまして、議題３のところで資料も含めて取り

上げる予定にはしておりますけれども、もし委員の方の御要望があれば資料９に行ってい

ただいてということが考えられますが、一応平成 17 年度の評価と分けて整理しているとい

うことが本日の議事進行の計画にはなってございます。 

○大森委員 わかっているんですけれども、これは初めてなんですよね、内閣府の系統の

もので初めて予算執行。同じ年度について、内容と観点がもしかすると違うかもしれませ

んけれども、だから、財務省もこうやって評価をやっていることも知りながら言っている

わけですから、初めてなのでこれは今、分科会長がおっしゃったように、これはこれ、そ

ちらはそちらと、知らないというか直接関係ないと過ごしていいのか、これは今後のこと

に関係するので。 

○山本分科会長 直接関係ないと申し上げているわけではなくて、今後の計画への反映と

かそういうことが問題になってくると思うんですね。例えば、商品テストについてかなり

踏み込んだ指摘があるわけですけれども、それを私どもがどう受け止めて、当分科会ある

いは評価委員会としてどういう意見を私どもが述べていくかということは当然、今後の議

論の対象になってくると思いますけれども、平成 17年度の評価ということとは一応分けて。 

○大森委員 これは平成 17 年度を評価している。つまり、この情報がなければ、我々はこ

れだけをやれるんだけれども、これが出てしまっているので、同じような項目について同
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じような評価になるのか知らないんですけれども。つまり、全く対象と年度が同じものだ

から、しかも読んでしまったので、我々が評価するときに忘れましたというなら、それは

そういうやり方をとると。担当の方はそういうふうになるだろうかと思うんです。初めて

なので、どうすればいいかとちょっと悩んでいるんですけれども。 

○勝見消費者調整課長 先ほど、基本的には財務省の予算執行調査の結果については、翌

年度の予算要求に反映させてほしいというのが財務省の意向なんですが、私どもが調査結

果を受け取る際に、私どもからも財務省にこういう答え方をしております独立行政法人の

場合は約５か年の中期計画が既にあって、それにのっとって業務を行っておりますので、

今回指摘の部分については、必ずしも来年度の予算要求だけで対応できるものばかりでは

ございませんので、私どもとしては内閣府の独立行政法人評価委員会の意見も踏まえて、

勿論、来年度の予算に反映させ得るところについては反映させるべきだと思うんですけれ

ども、基本的には次期中期計画を、これは主として当分科会では来年度に議論をいただく

ことになると思いますが、次期中期目標、中期計画を作成する際に併せて御議論をいただ

くのかなと思っております。勿論、今回の分科会で御議論いただくことは、その方が適切

だと思いますし、また、私どもとしては、年末に予算執行調査の指摘事項に対してどう対

応したかという報告を財務省に出す必要がございます。その報告の中にも、本分科会での

審議の模様、それから、評価の結果等併せて報告したいと思っております。 

○山本分科会長 よろしゅうございましょうか。もしあれでしたら、資料９についても御

説明いただきましょうか。その話題がもう既に出ておりますので、もし、平成 17 年度の実

績評価についても関連が全くないわけではないということであれば。委員の御要望があれ

ば、そういうふうにいたしますけれども。 

○大森委員 しつこいようで恐縮ですけれども、センターの方の自己評価は、これを受け

て、なおかつよく検討した上で、今回のこの自己評価が出てきているかどうかをお聞きし

ておけばいいんですか。 

○川本理事 財務省の執行調査、私どもとしては平成 17 年度の実績と関係する部分もあり

ますし、そうじゃなくて、もう少し次期中期をにらんでいっている面もあるのかなと。そ

れから、財務省ですから、どうしても予算額が大きいものを中心にいろいろ見ているとか、

それから、かつて補正予算でいろいろつくった施設等があるんですけれども、そういう予

算との関係を念頭にして議論がされている部分もあるのかなと。平成 17 年度の自己評価に

ついては、勿論、執行調査も私どもいただいたものを見ておりますけれども、それらも参

考にはしておりますが、自己評価としては中期目標を軸にいたしまして、中期計画を評価

軸にしてどうかというのを最大のよりどころにして評価しております。勿論、執行調査に

ついては、うなずけるところと必ずしもどうかなというところも一部にはあります。 

○大森委員 わかりました。 

○山本分科会長 それでは、議事進行につきましては当初の順番で、また後に議題３のと

ころで資料９について御説明を伺って、更に御議論していただきたいと思いますけれども、
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ただいまの国民生活センターの回答にもございましたように、一応平成 17 年度の業務実績

報告の評価については、基本的には中期計画、中期目標を前提として行った業務について

評価するという考え方で国民生活センターとしては対応しておられるということでござい

ますので、それを踏まえた上で更に御質問・御意見をちょうだいできればと思います。い

かがでしょうか。 

○大森委員 上から順序立てていいでしょうか。資料４が一応わかりやすいですので。最

適化計画の内容を伺うと、今回は平成 17 年度ですからこれでいいと思うんですけれども、

内容的に言うとこれは要らないですね。本体こそが以下の PIO－NET 等で、ここはセンター

としてはＩＴというか、その充実を図って処理する以外にないので、考えてみるとこれは

むだですね。これはやめましょうよ。これは意見ですので、今年はこれでちゃんとなって

いますので、内容的には以下で全部説明されているので、なぜこんなものがあるのかなと

思いながら伺いましたので。ただ、国の方でこれはみんなやれと言っているから書いてい

るので、こういうむだなことをやらせるべきじゃないなと、しみじみ思いました。これは

意見ですので。 

 PIO－NET のところは一応それぞれについてやっていますので、ここについては特に意見

はありません。 

 ４ページですけれども、そんなにたくさんなくて、出版物、ホームページのアクセス状

況の評価のことなんですが、資料の 36 ページを見ますと、一応皆さん方の自己評価の表記

というのは、架空請求問題の沈静化が影響しているのではないかと見ているんですけれど

も、月別に見ていくと必ずしもそう言えずに、平成 17 年度はどうして減ったかというのは

これだけでは説明しにくいのではないかと。左の方の計画は、アクセス件数の増加を図る

と書いてあるものだから、これとの関係で言うと平成 15 年と比較すれば多いかもしれませ

んが、ちょっとこの説明だけでは、この件数減というのがなかなか納得しにくいなという

印象なんですけれども、まずこれについてどんなふうにお考えでしょうか。 

○山本分科会長 それでは、センターの方からどなたか適宜お答えいただけますか。 

○田中理事 私の方から。今、大森先生がおっしゃったように、いみじくもちょっと触れ

られたんですが、これは事実的になぜかというのが実に難しくて推測の域を出ないのです

が、私の方も担当の職員たちに、いつも何でこんな上下があるのかというのを聞くんです

けれども、推測の域を出ませんが、大きなプロバイダーのヤフーとかニフティ、特にヤフ

ーの方なんですが、そういうところでセンターのことが時々取り上げられることによる影

響というのがものすごく多いらしいということが１つ推測されます。 

 それから、あくまでもこの計上しています数字は、トップページのアクセス数なんです

が、今検索エンジンが物すごくいろいろなところで普及しておりますので、トップページ

を経ないで直接各ファイルといいますか、各項目別の具体的なページへ飛んでしまうケー

スがありますと、なかなかトップページの方に反映されてこないということで、ＩＴのさ

まざまな運用の仕方が一般社会の中に広く浸透すればするほど、逆にトップページから丁
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寧に入ってこようという、正面玄関から「こんにちは」という方がなかなか増えないとい

うようなことも考えられるということしか今のところ申し上げられませんで、はっきりし

たなぜというのがつかめないのが残念ながら現状です。 

○大森委員 次に、５ページですけれども、定期出版物等以下について、全体とするとそ

れぞれについては満足度も高くて全体としてはちゃんとできたと言うんですけれども、19

ページの決算のところを見ると、図書・雑誌出版収入が減ったと書いてあって、片一方で

は、個別に見ていくとそれぞれの項目についてちゃんとやっていていいんだけれども、そ

れでどうしてこうやって減るのだろうかと。もしかしたら、この出版物みたいなもののニ

ーズというか需要がなくなってきている。個別に見ると評価が高いんだけれども、全体ト

ータルに見ると、これ自身の意義というか有効性というのが全体として減ってきているよ

うにも、両者を比較するとそう見えるんですけれども、この辺のところはどんなふうに今

のところお考えになっていますか。 

○田中理事 これも私の担当でございますのでお答えいたしますが、これも大森先生がお

っしゃったニュアンスどおりに私どもも感じておりまして、個別に見ると、こんないい本

はない、すばらしい本だというお褒めは確かにいただいておるんですが、では、定期的に

買っていただけているかどうかといいますと、一口に何でもかんでもバブルのせいにして

しまうわけではありませんが、バブル崩壊辺りを契機に減少し始めているということで、

特に定期購読者の減少が一番収入の減につながっているのではなかろうかと。『たしかな

目』という雑誌の内容・カテゴリーが、いろいろな専門雑誌がいっぱい出ていますので、

競合することは確かなんですけれども、ちょっとびっくりしましたのは、『国民生活』とい

う半ば専門的な雑誌、数年間本当に 3,000 部以内を切ったことはないんですけれども、ほ

とんど全国の消費生活専門相談員の方々に買ってもらっている、これが昨年末辺りからや

はり定期購読の方が減りまして、毎月 2,000 部台になっている。これもまた可能な限りど

ういう方が購読をやめたのか調べるようにいつも言っておりますが、これまたどなたがや

めたかというのはなかなか追及しにくいんですが、『たしかな目』の定期購読に関して言い

ますと、どうやら生活協同組合の方々の方からの定期購読減少がかなり響いているという

感じが、勿論これは断定ではありませんけれども、最近の動きとしてつかめる。といって

個々にお聞きしたり、アンケートの数も増やしておりますけれども、個々にお聞きすると、

中身もしっかりしているし、こんないい本はないんだというようなことをお伺いするんで

すが、では、一般的にとなると、毎月読んでいただけるかとなると、なかなかそこまでい

かない。 

 ただ、そんな中で、定期購読の方が毎月毎月『たしかな目』を必要とされないのであれ

ば、単発的に月決めじゃなくて、時々でもいいからお買い上げいただく方法を開拓しよう

じゃないかということで、昨年辺りから特に今年度、本格的にインターネットでも即購入

できるように、普通の言葉で言いますと単発売りについても結構力を入れ始めまして、一

部売りが今までの倍以上になっております。ということを考えますと、中身はいいんだと
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いうのが、そういう一部売りの倍増につながっているのかなと、ちょっと手前味噌になり

ますけれども考えておりますが、この金額に換算して売上げ減というのはいかんともしが

たくて、当然ながらこの先将来どうするんだということにつながるような考え方を真剣に

検討しております。 

○大森委員 もう一つあるんですけれども、続けていいでしょうか。７ページの消費生活

相談緊急情報ですけれども、これは数量的判断になっていまして、12 回以上がＡというこ

とになっていまして、50 ページを見ますと 12 回目は総索引１回となっていまして、細かい

点ですけれども、この解釈なんですが、全体すると総索引も緊急情報の情報なんですけれ

ども、それ以前のものとは性格が違っていて、ここは数で勝負しているものだから、これ

は 11 回だとも言えるんじゃないかと。細かいことなんですけれども、聞いていてそれに気

がついたんですが、どうでしょう。 

○川本理事 確かに一番最後の内容的に変わっていて、報告書の 50 ページにも、ＰＬの最

近の判例の一覧も載せていますし、単なる索引じゃなくて情報的な価値も 11 月までのに比

べれば率直に申し上げて落ちると思いますが、１つにカウントしていいんじゃないかとい

うことで、従来からこういう形でずっと来ていますので、中期目標、中期計画とは以前か

らずっと月に一度発行するという形で、12 月も何か勿論緊急に必要があれば入れ込むわけ

ですが……。 

○大森委員 今までも 12 回目というのは、こういうやり方でしたか。 

○島野審議役 ずっと相談部長をやっていましたが、こういうふうにやっていました。そ

れで、各地の相談員が問題の事業者はどこかパッと見たいとか、また資料室に戻していて

バックナンバーを取り出してきて、どこかと捜すよりも、こういうサービス別だとどうい

う業者がいたとか、どういう業者だとこんなことがあったというので、そういうものをつ

くってもらえないかと、むしろそういう話もあって、１回はそれにしましょうということ

からずっとつくっていたんです。 

○大森委員 しかし、細かく言うと 13 回目ですよね。実情はわかりました。 

 最後ですけれども、もう一つありまして、ここはどういうふうに考えればいいかという

ことも関係するんですが、後の方でいろいろ研修の項目で、想定参加者数というのを想定

しておいて、実績との対比でどのくらいになったかということですけれども、想定参加者

というのを想定する場合の根拠、これをうんと控えめにやれば上がるんですよね。だから、

この比率は全部想定参加者比率になっていて、この想定参加者が適切であるかどうかとい

うのはどうやって判断できるかと。数年間にわたって大体こういうふうに想定してやって

みて、場合によったらそれも満たなかったということもあるので、大体妥当な想定数じゃ

ないかとお考えになっているのだと思うんですけれども、我々はこの想定参加者数という

ものの根拠がよくわからなくて、今回は全部上がっているんですよね。こういうのは大体

疑うんですよ。想定参加者数が低くなっているから上がっているんだと疑われるので、こ

れはどういうふうに考えればいいかなと思って気がついたんですけれども、どうでしょう
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ね。 

○藤村理事 非常に難しい御質問ですが、私ども研修部といたしましては、過去長年の経

験がございますので、その講座ごとの過去の実績というものをベースにしながら、研修効

果だとか、もう一つは地方自治体との共催だとか、先方さんの要請に基づいてやる講座も

多いものですから、そういうところと相談しながら、また、会場の広さの問題もあるわけ

でして、そういういろいろな要素を加味しながら、過去の実績をベースにして、これぐら

いの人数が妥当ではないかという判断をしているということでございます。 

○大森委員 外で知る場合には、会場設営とか近在のいろいろ実情などがあるから一概に

言えないと思うんですけれども、これを私どもが評価するとき、数字で言えばそのとおり

になっているのでみんな頑張ったと理解できなくはないんだけれども、ここは例えばこう

いうことですと、どこかで１つぐらい説明してくださいますか。従来ではこうなので、参

加者は大体こういうふうに見積もってみましたというので、何か１つぐらい手掛かりが欲

しいなと思って聞いていたんです。これは相当の項目になっているものですから、このま

までいけば私どもとしては、この自己評価以外の評価がしにくくなっていて、ちょっと聞

いていてこれは困ったなと思ったんですけれども、何かこんなふうになっていますという

ことを、もうちょっと具体的に説明していただけるといいかなと思ったんです。今日じゃ

なくてもいいです、次回に事務局を通じてこんなふうにやっていますという情報を入れて

いただければといいと思います。 

 私は以上です。 

○山本分科会長 その想定参加者数の根拠みたいなものは報告書には書かれていないわけ

ですね。そこまでは我々が見てもわからないと。 

○藤村理事 だから、研修講座を企画する段階で何人というのは、先ほど私が申し上げま

したように、いろいろな経験に基づいてその数字を書いて募集するわけですよね。だけれ

ども、今の議論というのは基本的に参加者数を想定した根拠、どういう要素を積み上げて

そういう定員に妥当性があるというふうにやったのかというところまで掘り下げないと答

えは出ないので、そこは簡単に……。 

○大森委員 余り厳格じゃなくていいですけれども。例えば、一番わかりやすいようなケ

ースでいいですから、まず御担当がおいでになるから多分経験もおありになるし、過去大

体こういうふうにやってみて見込んだんだけれども、こういう条件があったために減った

とか、そうすると余り高い数値はできないというか、経験に即してこういうことだという

ことがあればいいと思うんです。これはそんな根掘り葉掘りやっても無理ですよ、説明は

難しいと思うんですけれども、もうちょっと何か欲しいなと思ったんです。その程度のこ

とです。 

○山本分科会長 では、その点、補足説明の必要がありましたら、よろしくお願いいたし

ます。 

 ほかに資料４及び資料３等について、御質問とか御意見はございましょうか。 
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○長岡委員 １点よろしいですか。１ページの最初の１番で、業務経費については毎年度

前年度比１％の経費の効率化を図るという中期計画がございますけれども、これに対して

実績の方では予算額に対して 2.7％削減されているということなんですが、実績の方で前年

に対して１％経費が削減されているというような内容がございませんが、ただ、今年度に

関しては PIO－NET の新たな運営管理費の増加で、恐らくその分は増えているとは思うんで

すけれども、単純に前年比とすると、当年度の方が恐らく PIO－NET の分だけは増加してい

るのかなと思うんですが、そのような表現はこの実績のところには反映されていないので

しょうか。 

○山本分科会長 その点はいかがですか。 

○井上経理管理部長 中期計画自体が、そもそもが平成 14 年度予算に対しまして最終の平

成 19 年度まで業務経費ですと毎年１％、一般管理費ですと 13％削減するというような計画

になってございます。したがいまして、予算セット自体が業務経費で、例えば平成 17 年度

で申し上げますと、既定分につきましては平成 16 年度予算額に対しまして１％効率化を図

った予算でセットされます。それに PIO－NET の関係費が上乗せになった形で予算がセット

されますので、上乗せになりました PIO－NET の特殊要因分は除いた改定経費が１％削減し

ていればよいという考え方でこの表をつくってございます。 

○川本理事 今の御質問は、多分１％がどういう形で具体的に反映されているのかという

ことにも御関心があるのではないかと思いますけれども、全体的に効率化するということ

の中で、その１％というのはどこをどうしろというのではなくて、全体的に効率化をする

ということで、言わばその１％の中身というのは任されているわけでありまして、ですか

ら、なかなか一つ一つについてこの部分が１％だというのは言いにくいのでございますけ

れども、ＰＩＯの問題は平成 17 年度国から、それは別として国センの新たな仕事というこ

とで来ていますので、勿論その部分についても具体的な執行では効率化に努めているわけ

です。ですから、私どもとしては全体として予算との比較で見て、効率化状況が大局的に

わかるのではないかということで、こういう記述にさせていただいているわけであります。 

○糠谷理事長 だから、ちゃんと歳出のところで既定経費は１％減らしていて、新しいも

のが加わりましたという表をつくってお出しすればいいんですよ。それが入っていないか

らこうなっているので、どこを減らしたかというのはこっちがやることで、それを一つ一

つ取り上げて、これが積み上げて１％でしたなんていうのはできっこないんだから、歳出

が既定経費で１％減っているというところがわかれば、多分、長岡委員の御質問は解消さ

れる。 

○長岡委員 今の説明で大変わかりましたので。 

○糠谷理事長 だから、その表をつくって差し上げればいいじゃない。今度というか、そ

んなのすぐできるでしょう。 

○川本理事 それは予算のときに……。 

○糠谷理事長 だから、その説明はもういいよ、それでわかったんだから。 
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○川本理事 お渡しします。 

○長岡委員 わかりました。 

○山本分科会長 それでは、もしそういう表がないようでしたら、また追加で次回ぐらい

までにおつくりいただけますか。よろしくお願いします。 

 ほかに御質問・御意見ございませんでしょうか。特にございませんようでしたら、本日

受けました御説明、それから、資料がございますので、それを踏まえて先ほど申しました

ように評価項目の記入、それから、評価理由につきましても記入していただいて、本日記

入が済めば本日でも結構ですし、また持ち帰っていただいて後日事務局にお届けいただく

というような形でも結構ですので、各委員の評価を御提出いただきたいと思います。また

今後、更に御質問等が生じました際には、事務局の方にお寄せいただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はかなり長丁場でございますので、ここで 10 分ほど休憩させていただき

まして、３時 45 分をめどに再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休  憩） 

 

○山本分科会長 それでは、皆様適宜休憩をおとりいただいたと思いますので、再開した

いと思います。 

 続きまして、平成 17 年度の財務諸表につきまして御審議をいただきたいと思います。ま

ず、御説明をお願いいたします。なお、確認でございますが、独立行政法人通則法第 38 条

第３項に基づきまして、財務諸表を主務大臣が承認するに際しては、あらかじめ評価委員

会の意見を聞かなければならないとされておりまして、それに基づいて御審議をお願いす

るものでございます。 

 それでは、国民生活センターの方から御説明をお願いします。 

○川本理事 それでは、説明させていただきます。資料５をお開きください。目次がござ

います。１番目の貸借対照表から５番目の行政サービス実施コスト計算書まで、それと、

７番目の附属明細書が財務諸表として法令上義務付けられております。６の重要な会計方

針は、独立行政法人会計基準で注記を義務付けられております。これに先ほど説明いたし

ました事業実績報告書と資料の最後につけております決算報告書、財務諸表及び決算報告

書に関する監事の意見を添付して、主務大臣であります内閣総理大臣に承認申請すること

になっております。また、主務大臣は財務諸表を承認しようとするときは、評価委員会の

意見を聞かなければならないとされております。 

 資料の順に従い説明させていただきます。 

 １ページの貸借対照表ですが、資産の部としまして、流動資産と固定資産がございます

が、流動資産としましては現金及び預金から、その他の未収入金までの合計が８億 5,600

万円余となっております。このうち有価証券で 6,000 万円ありますが、これは今年９月に
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償還される国債１口分ですが、本来でありますとⅡの３、投資その他の資産の投資有価証

券のところに入るべきものですが、１年未満の債券は流動資産に計上することとされてお

ります。 

 また、売掛金は『たしかな目』や『くらしの豆知識』などの出版物の販売代金の未収分

です。このうち貸倒引当金として 13 万 7,000 円を計上しておりますが、これは売掛金に対

する過去３年平均の貸倒れ率を乗じて算出したもので、会計基準により売掛金のマイナス

として計上しているものです。 

 次に、固定資産ですが、有形固定資産は品川、相模原の事務所やテスト施設などの土地・

建物などの資産です。平成 16 年度末計上額に平成 17 年度中に新たに取得したものを加え、

更に減価償却分を差し引いた残存価格を計上しておりまして、有形固定資産合計で 84 億

6,000 万円余となります。 

 ２の無形固定資産は、電話加入権でございます。 

 ３の投資その他の資産の投資有価証券は、国債９口と地方公債１口です。長期前払費用

は火災保険料の平成 19 年度分について計上しております。 

 以上、固定資産合計で 86 億 5,400 万円余となりまして、流動資産と固定資産を合わせた

資産合計が 95 億 1,000 万円余となります。 

 次に、負債の部ですが、Ⅰの流動負債は８億 6,300 万円余ですが、このうち運営費交付

金債務が４億 9,900 万円余となっておりますが、これについては恐れ入りますが 11 ページ

をお開きください。上の方の表でございます。運営費交付金債務及び運営費交付金収益の

明細をごらんいただきたいと思います。まず、平成 15 年度交付分については平成 17 年度

に収益した額はございませんで、期末残高が 4,300 万円余となっております。 

 次に、平成 16 年度交付金につきましては、5,100 万円の収益と 200 万円の資産見返運営

費交付金がありますが、これは平成 16 年度の契約済繰越分の費用価格と固定資産取得分で、

期首残高からこれらの金額を差し引いた 9,700 万円余が期末残高となります。 

 一方、平成 17 年度交付金につきましては、運営費交付金の交付額 32 億 3,400 万円余か

ら、平成 17 年度に収益した 27 億 9,000 万円余と資産見返運営費交付金 8,500 万円余を差

し引いた３億 5,800 万円余が交付金債務残高となっております。 

 このうち平成 17 年度契約済繰越 8,500 万円、東京事務所の空調費の更新経費を平成 18

年度から実施する耐震改修工事との調整を図る必要が生じたため繰り越したものが１億

3,200 万円ございます。退職金が少なかったこと等による人件費の繰越しが１億 3,700 万円

となっておりまして、業務の未達成による繰越しではありません。したがいまして、平成

15 年度から平成 17 年度の合計額４億 9,900 万円余が運営費交付金債務残高となります。 

 １ページに戻っていただきたいと思います。次に、Ⅱの固定負債ですが、資産見返運営

費交付金、長期リース債務の合計で３億 1,000 万円余です。流動負債と固定負債を合わせ

た負債合計で 11 億 7,300 万円余となります。 

 次に、資本の部ですが、Ⅰの資本金は政府出資金ですが、特殊法人から独立行政法人移
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行時に政府から出資があったもので、91 億 6,600 万円余です。 

 Ⅱの資本剰余金は、特殊法人から継承した資産の減価償却分と除却分を会計基準により

資本剰余金のマイナスという形で計上しておりまして、△８億 2,300 万円余となっており

ます。 

 Ⅲの繰越欠損金ですが、これは貸倒引当金繰入額及びリース資産についての減価償却費

とリース債務の差額分で、前期繰越損失 43 万 7,000 円に当期損失 532 万円を加え、575 万

7,000 円余となります。 

 以上、資本合計で 83 億 3,700 万円余となり、負債資本合計で 95 億 1,000 万円余となり

ます。 

 なお、注記がございますけれども、退職手当の当期見積額は 14 億 1,500 万円余とありま

すが、これは当センターの退職一時金はすべて運営費交付金で賄うこととしているため、

退職給付引当金は計上しておりません。この場合、退職給付引当金の見積額を貸借対照表

に注記することが会計基準で定められているため注記しております。 

 続きまして、３ページの損益計算書を御説明いたします。これは平成 17 年４月１日から

平成 18 年３月 31 日までの発生ベースに基づく支出すなわち費用と、収入すなわち収益で

ございますが、経常費用としましては、業務経費と一般管理費に分けております。また、

人件費についても職員を事業部門と管理部門に分けて、それぞれ業務経費と一般管理費に

計上しております。 

 業務経費は、減価償却費と貸倒引当金繰入を含めまして、24 億 8,700 万円余。一般管理

費は減価償却を含めまして５億 6,800 万円余となり、財務費用すなわちリース資産の利息

相当分を合わせた経常費用合計が 30 億 6,800 万円余となります。 

 ４ページの経常収益ですが、運営費交付金収益が 28 億 4,200 万円余となっておりますが、

これは平成 17 年度に交付された運営費交付金のうち、経常費用に当てるために収益化した

額です。これと経常収益から雑役までを加えた経常収益合計が 30 億 6,200 万円余となりま

して、経常費用と経常収入との差が経常損失となりまして 532 万円余となります。これは

貸倒引当金繰入額とリース資産の減価償却費とリース債務との差分となります。 

 次に、５ページのキャッシュ・フロー計算書ですが、これは現金ベースすなわち期間中

の現金預金の動きを計上したものです。 

 Ⅰの業務活動によるキャッシュ・フローは、原材料、商品またはサービスの購入による

支出からその他の業務支出までが現金の出となり、△表示となっております。運営費交付

金収入からその他の収入までが現金の要入りで、利息の受け払いを加減した平成 17 年度に

おける業務活動によるキャッシュ・フローは、プラス４億 5,400 万円余の現金預金の増加

となります。 

 Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フローですが、有価証券の償却・取得及び定期預金の

払戻し・預け入れに現金預金の増減と、有形固定資産の取得による減分のトータルで 3,200

万円の支出超となります。 
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 Ⅲの財務活動によるキャッシュ・フローですが、これはリース債務の返済に伴う現金の

減になります。 

 この結果、平成 17 年度の資金増加額が３億 5,800 万円余となりまして、期末残高は７億

2,700 万円余となります。 

 なお、注記にあります現金及び預金勘定の７億 3,400 万円は、１ページの貸借対照表の

一番上に現金及び預金がありますけれども、その額でありまして、これは定期預金を除い

たものがキャッシュ・フロー計算書の期末残高となります。 

 次に、６ページの損失の処理に関する書類ですが、これは期末未処理損失金を次期繰越

欠損金として処理することを示しております。 

 次に、７ページの行政サービス実施コスト計算書ですが、これは国民負担に資するコス

トの総額を明示するという目的で作成するものです。Ⅰの業務費用につきましては、損益

計算書で開示していますが、費用総額から自己収入分を控除しまして 28 億 6,300 万円余と

なります。 

 Ⅱの損益外減価償却相当額の２億 9,400 万円余は、承継資産の減価償却除却相当分で、

これは政府出資金の目減り分ですので、国民負担の増加ととらえられます。 

 Ⅲの引当外退職給付増加見積額の 1,600 万円余は、年度末に全職員が退職したとした場

合の総支給額の期首から期末までの増加額です。これは当センターは退職給付引当金を計

上しておりませんので、行政サービス実施コスト計算書に退職給付引当金に係る毎事業年

度の増加額を表示することが会計基準で義務付けられておりますものです。 

 Ⅳの機会費用ですが、政府出資金 91 億 6,600 万円については無利子ですが、これが有利

子であれば国の収入となるもので、これも行政コストとして計上するものです。注記２に

ありますように、10 年国債の年度末時点の金利 1.770％で計算しております。 

 Ⅰの業務費用にⅡの損益外減価償却相当額からⅣの機会費用までを加えた当センターの

行政サービス実施コストは、33 億 2,300 万円余となります。 

 ８ページは重要な会計方針ですが、会計基準で会計処理の原則及び手続等の必要な会計

情報を注記しなければならないとされております。 

 １の運営費交付金収益の計上基準で、費用進行基準としておりますが、会計基準では成

果進行基準、期間進行基準、費用進行基準の３基準がありますが、当センターの場合には

業務の達成度と交付金の対応関係が示せないことから、費用進行基準を採用しております。 

 下から２つ目の重要な債務負担行為の額が 8,500 万円余とありますが、これは平成 17 年

度に契約し、支出が翌年度にまたがるいわゆる契約済繰越金で、設備の改修費などでござ

います。 

 次に、９～14 ページは附属明細書です。先ほど貸借対照表で説明しました資産等の明細

となりますので、説明は省略させていただきます。 

 次につけております決算報告書ですが、これは収入と支出の予算と決算を比較したもの

です。収入では運営費交付金では予算どおり全額受け入れております。事業収入等は先ほ
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ど事業実績のところでも申しましたけれども、図書・雑誌出版収入、研修・宿泊収入など

ですが、予算に対しまして 4,700 万円ほど減となっております。これは、図書・雑誌出版

収入が定期購読者の減少等により 5,300 万円の減となる一方、研修・宿泊収入が 600 万円

の増となったことによります。収入合計は 34 億 4,000 万円余で、4,700 万円の減となって

おります。 

 次に、支出ですが、業務経費いわゆる事業部門の経費は 16 億 1,700 万円余で、予算に対

し 6,600 万円ほど下回っております。このうち 6,000 万円ほどが平成 17 年度から平成 18

年度への契約済繰越で PIO－NET の接続機器整備費等となっております。 

 一般管理費は２億 3,600 万円余で、１億 5,000 万円ほど予算に対して下回っております。

これは東京事務所空調機更新に掛かる経費１億 3,200 万円を平成 18 年度から実施いたしま

す東京事務所耐震改修工事との調整を図る必要が生じたため、平成 18 年度に繰り越すこと

等によるものです。 

 人件費は 12 億 7,800 万円余で、退職者が予定より少なかった等により１億 3,700 万円ほ

ど予算を下回っております。 

 支出合計は 31 億 3,200 万円余で、予算に対し３億 5,400 万円ほど下回っております。 

 最後のページでございます。監事の意見書が添付されております。監査の結果、上記の

各財務諸表は会計帳簿に基づいて作成され、法令及び独立行政法人会計基準及び同注解に

準拠し、独立行政法人国民生活センターの財政状況、運営状況、キャッシュ・フロー並び

に行政サービスの実施の状況及び予算の執行状況を適正に表示しているものと認めるとの

意見書をいただいております。 

 以上で、財務諸表関係の御説明を終わらせていただきます。 

○山本分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関しまして、御質問等がありましたら御発言をよろしくお

願いいたします。 

○大森委員 １点だけ。去年聞いた覚えがあって忘れてしまったんですけれども、７ペー

ジに引当外退職給付増加見積額と注記がございますでしょう。その中に、国からの出向職

員に係るものが入っているんだと、これは何でしたか。センターに国の方から誰かが出向

して来ているんですね。その人がセンターで退職するということですか。これは何のこと

ですか。国から来た人が定年で、センターで退職していく人のことですか。 

○藤村理事 国家公務員だった方が辞めて、国民生活センターの職員になるというケース

はございます。だけれども、それはあくまでも国民生活センターの職員としての退職金支

給規程に基づいて払われるのであって、私は会計のことはよくわからないんですが、出向

で来ている場合は別です……。 

○井上経理管理部長 これは行政コストでございますので。 

○川本理事 ですから、出向で来ている者がおりまして、出向の職員というのは戻ってい

くわけですけれども、その期間というのは退職金の期間として算定されているわけであり
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まして、最終的には戻って国の職員として退職金が支払われるわけですけれども、国民生

活センターにいた期間というものも退職金が国として計算されているわけですから、行政

コストとして入るということで、その分も入っているわけでございます。 

○大森委員 平たく言うと、この間センターの方で貯金していることになるんですか。こ

れは全体のことに関係なくて、私の個人的な関心かもしれませんけれども。 

○井上経理管理部長 貯金しているわけではありませんが、出向職員が復帰後、実際に辞

めた場合には国としてその人に国民生活センター勤務期間分を含め、退職金を払うことに

なるわけですが、その額は国民生活センターに出向してきているわけですから、国から見

ると、その分コストが掛かっていますよということなんですが、ちょっとわかりづらいで

しょうか。 

○大森委員 これは単なる会計上の操作なんですか。そう考えればいいんですか。 

○井上経理管理部長 そうです。要するに、国民から見た場合に、どれだけ国民生活セン

ターとしてコストを掛けているかという仮定の計算書でございますので。 

 逆に言いますと、貸借対照表の注意書きには入っておりません。こちらは実績ベースと

いうか、まさしくセンターの職員が辞めた場合という形ですので。 

○大森委員 出向しているんだから、身分は国家公務員でしょう。 

○井上経理管理部長 公務員ですが、センターの職員として働いているわけですね。 

○大森委員 そうすると、身分はその間はセンターの身分に変わるんですか。非公務員に

なるんですか。 

○川本理事 身分は国家公務員ではありません。 

○大森委員 国家公務員ではなくなるんですか。 

○川本理事 ええ、そうです。 

○大森委員 そうすると、例えば国の人が都道府県に行くじゃないですか。あのときは身

分切り替えで地方公務員に変わるじゃないですか。 

○井上経理管理部長 ここは、あくまでも行政コストを出すための基準上でそういうふう

にするという決まりごとといいますか、そういう意味では、実際とちょっと違う仮定の計

算という形になります。 

○大森委員 会計上の操作なんですか、よくわからないけれども。 

○川本理事 会計上の操作というのではなくて、ともかく職員が実際にはその分積んでい

るということはないんですけれども、現に職員としているわけですから、辞めたときには

退職金を支払わなければいけないと。出向者の場合も。出向というのは身分的には独立行

政法人の職員、一回公務員を辞めて来るということで、また戻るときには独立行政法人を

辞めて公務員になるわけで、それは出向も民間も含めて今いろいろな交流のルールがあり

ますから、それにのっとってやっているわけですけれども。 

○大森委員 では、給料はセンターからもらうんでしょう、その間。 

○川本理事 給料は勿論そうです。 
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○大森委員 センターの中に入るんですね。 

○川本理事 そうです。実際は退職金は通算規程がありますから、出向の場合には辞める

ときに退職金を払うということはありませんけれども、現実にはその退職金というのは国

としてはその期間も見ているということで、行政コストとしてカウントするということで

す。 

○大森委員 では、出向の職員がセンターで退職するということはないんですか。 

○川本理事 形式的には退職願を出し、退職するんですけれども、退職金は出ません。 

○大森委員 それは国の方で。 

○川本理事 そうですね。国がまた公務員としてずっと継続するんですが、最後に……。 

○大森委員 計算して出すんですか。わかりました。 

○勝見消費者調整課長 今日の参考資料１でもお配りしているんですけれども、総務省の

政策評価独立行政法人評価委員会からの意見として、財務内容を評価する際に類似業務ご

との財務情報の提出を受けて、独立行政法人からの説明を受けて評価を行ってください、

単に財務諸表のデータだけではなくてというのがありまして、長岡委員とも事前に相談さ

せていただいたんですが、通常の財務諸表のデータ以外にどういったものが必要でしょう

かということで、ちょっと御相談させていただいて、新たに財務諸表の資料の中にではな

くて、本日の資料３の別添資料の一番最後に、業務別決算額という表を新たに、従来はこ

れを出していなかったんですけれども、国民生活センターにつくってもらいまして、これ

がある程度、長岡委員が財務諸表をチェックする上でも参考になるということでしたので、

これを新たに今回つくってもらいました。それで、もしこの表について何か補足説明があ

れば、国民生活センターの方からお願いできればと思います。 

○川本理事 今、課長からありましたのは、別添資料の一番最後の 134 ページについてい

る表のことだと思います。決算額を少し分けてみたらどういうことになるのかということ

で、業務別に整理いたしました。平成 16 年度の決算と平成 17 年度の決算を対比するよう

な形になっておりまして、それぞれの業務の内容を反映しているところでございます。 

 例えば、相談調査業務でいたしますと、5,374 万円が 6,700 万円、少し増えていますけれ

ども、これは個人情報関係の相談が入ってきたということを新たに行わなければならない

ということでありますし、情報分析部は４億 3,500 万円から 10 億 5,800 万円、これは国か

らの PIO－NET 関係の移換ということで、その経費が増大して支出したということを表して

おります。 

 そういうことで、もう少し詳しく見られるようにということで、今回この業務別の決算

書を整理して添付させていただきました。 

○山本分科会長 それでは、この資料も含めて、更に何か御質問等がありましたらお出し

いただきたいと思います。特によろしゅうございましょうか。 

 それでは、今後何か御質問等が新たに生じましたら、これも事務局の方へお寄せいただ

ければと思います。 
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 なお、主務大臣が財務諸表を承認するに際しまして、評価委員会の意見を求められてお

ります。当分科会といたしましては、この関係の御専門でおられます長岡委員に御検討を

お願いしまして、次回分科会において検討結果の報告をしていただきまして、その後評価

委員会としての意見をまとめたいと思います。昨年度もたしかそのようなやり方をとった

かと思いますが、長岡委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

○長岡委員 承知いたしました。 

○山本分科会長 ありがとうございます。それでは、そのような手順で更に評価の作業を

進めたいと思います。 

 続きまして、議題３のその他に移ります。資料７の役員給与規程改正につきまして、事

務局と国民生活センターより御説明をお願いします。 

○勝見消費者調整課長 それでは、資料７につきまして若干説明させていただきます。 

 独立行政法人通則法第 53 条で役員に対する報酬等の支給規程を変更した際には、評価委

員会に通知することとされておりますので、実は本年３月末に国民生活センターから私ど

もの方に役員給与規程改正の届出がありました。これは承認事項ではなくて届出事項であ

ります。ですから、その中身の当否については独法評価委員会で評価していただくという

ことであります。ということで、本日の資料７として、役員給与規程の改正について若干

の資料を配らせていただきました。 

 資料７の１枚目は、改正理由の概要でございます。２枚目以降、改正部分をわかりやす

く示しました新旧の対照表でございます。最後の１枚に、実は役員給与にも業績評価を導

入するということで、やり方として本独法評価委員会における評価を利用するということ

ですので、そのやり方が１枚紙としてついております。中身については、国民生活センタ

ーの方から御説明いただきたいと思います。 

○藤村理事 それでは、私の方から資料７に基づいて御説明をいたします。 

 若干の経緯を申し上げますと、平成 17 年４月１日でございますけれども、職員につきま

しては業績手当という制度を導入いたしまして、勤務成績を反映した給与というものが導

入されております。その段階で役員についても同様の手当を導入して、業績を反映した給

与体系をつくろうというようなことで、いろいろ議論をしてまいったんですが、役員につ

いては月例の給与でやるよりは、年間１回の臨時給与でやる方がいいのではないかという

ような意見もございました。そういうことも踏まえまして、賞与、当センターでは特別手

当でございますけれども、そこで勤務成績を反映させるような抜本的な改正をやってはど

うかと。このことにつきましては、内閣府と十分協議をしてまいりました。それで、自主

的に今年の４月から新たな制度として業績給を導入したという経緯がございます。 

 具体的には、現在賞与が 3.35 月出ておるわけでございますけれども、その部分について

分割をして、この評価委員会の業務の実績に基づいて評価を受けたものを反映させるよう

な仕組みにしていきましょうというのが１点です。細かい内容につきましては、規程の方

で説明をいたします。 
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 それから、もう一つは、その導入と同時に、職員と同じような考え方で相模原と東京と

いう２か所しか事務所がないものですから、役員についても特別調整手当をベースにして、

職責手当というような形で役員間の給与の格差をなくしてやっていこうという考え方を導

入すると。 

 それから、３点目には、この平成 18 年４月から国家公務員の給与構造改革というのが行

われまして、国家公務員の指定職は平均 6.7％の削減というようなことになりましたので、

国民生活センターの役員につきましても、７％の俸給の引下げをやるという改定をいたし

ました。 

 この３点につきまして、次に、独立行政法人国民生活センター役員給与規程新旧対照表

というものがございますから、この中でポイントだけを簡潔に説明させていただきます。 

 まず、２条で給与の種類でございますけれども、今まで俸給、特別調整手当、それから、

通勤手当及び特別手当となっていたものを、俸給、職責手当、通勤手当、特別手当及び業

績給というような種類に改正をいたしました。 

 それから、俸給につきましては、今申し上げましたとおり第３条で、理事長、理事、つ

まり常勤役員について７％以上の削減をした数字になっております。 

 それから、５条で職責手当というものをつくりまして、この職責手当につきましては、

従来の特別調整手当をベースにして、その財源を使って新設するというようなことでござ

いますので、東京・港区の調整手当が 13％、相模原が４％というようなことでございます

ので、その平均値を使って 8.5％の支給率にしたということでございます。 

 次に、３ページをごらんいただきまして、９条として特別手当というのがございます。

この特別手当につきましては、役員の場合、年間 3.35 月の特別手当を従来払っていたわけ

ですが、それを分割いたしまして、今までと同様に夏６月 30 日、冬 12 月 10 日、この２回

については各１か月分払おうと。だから、６月は従来の計算方式で１か月分の特別手当を

支払います。それから、12 月も同様に１か月分の特別手当を払いましょうと。さっきの 3.35

月とこの１か月・1 か月合わせて２か月の差の 1.35 月分を財源といたしまして、次の４ペ

ージにあります業績給というものに改正を致しました。 

 その業績給につきましては、俸給をベースにいたしまして、さっきの財源を再計算いた

しますと２か月というような月数になりますので、その２か月分を一応業績給としながら、

具体的な業績の反映方法については、この９条の２の４項に書いておりますように、５段

階の評価にいたしましょうと。ベストがＡＡ評価で 100 分の 150、Ａ評価の場合が 100 分の

125、Ｂ評価の場合が 100 分の 100、Ｃ評価の場合が 100 分の 75、Ｄ評価は評価に値しない

からゼロだという形の制度といたしました。 

 実質的には、この業績給というのは前年度の評価、つまり今回のケースであれば平成 17

年度の業績を評価して平成 18年度９月の段階で支払いましょうという考え方でございます

ので、１年遅れでその結果を反映した給与につながっていくという仕組みでございます。 

 実質的に150だとか125だとか100というのをどういうふうに算定するのかというのが、
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ここにございます常勤役員の業績給の支給基準についてという細則がございまして、これ

は一応この評価委員会の評価でＡＡからＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄまで点数に置き換えて、その合計

がどのゾーンに入るかという形の中で評価結果が決まってくることとなります。それを先

ほどの９条の２の４項に当てはめて、その役員の業績給が決定されてくると。 

 ただし、それを自動的にスパッとやるのではなくて、最終的には経営責任者である理事

長がその役員の業務に対する功績・貢献度というものを勘案しながら最終決定をするとい

う形で評価をして業績給を決めていきましょうというのが、この内容でございます。 

 以上です。 

○山本分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問等がありましたらよろしくお願いし

ます。 

○大森委員 私どもは何をすることになるんですか。 

○山本分科会長 今日は私どもはどの辺まで、先ほどこちらで評価するというあれがあり

ましたが、どの辺まで審議をすればよろしいですか。次回にもう一回。 

○勝見消費者調整課長 そうですね。今日はお示ししたばかりですので。 

○山本分科会長 質問等を出していただいて、更に説明をいただいて。 

○大森委員 この３ページの「独立行政法人評価委員会の実施する業績評価の結果により」

と、これをもうちょっと説明してください。 

○藤村理事 この制度は独立行政法人国民生活センターをこの内閣府の評価委員会が現在

評価をなさっておりますが、その評価結果をそのまま役員の評価につなげましょうという

システムです。だから、ＡだとかＢだとか全部出てきますので、それをさっき申し上げま

した形で数値化して、それが普通であれば 100 分の 100 ですが、よければ 100 分の 125 だ

とか、100 分の 150 だとか、悪ければ 100 分の 75 というふうに変動させましょうというの

がこのシステムです。 

○山本分科会長 私も質問があるんですが、普通はＡ評価になりますね、普通がＢという

ことよりは普通はＡ評価になると思うんですよ、今までの実績ですと。今年の先ほどの表

でも恐らくそうなるであろうと。それは他の独立行政法人も含めてそうなると思いますが、

それを当てはめた場合に、この計算方式でざっくばらんな話、今より増えることになるの

かならないのか、この御説明を伺っても全然わかりやすくないんですが、その辺いかがで

しょうか。 

○藤村理事 基本的なこの設計図は、平均がＢ評価、100 分の 100 でございますけれども、

その部分で従来の財源とほぼ同じぐらいか、若干下回る程度ですが、そういう設計になっ

ています。だから、全員がＡ評価だという形になれば、財源は若干増えるという可能性は

ございます。 

○山本分科会長 わかりました。 

○大森委員 そうすると、今日私どもはこの項目ごとに評価するじゃないですか。それ以
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外に、項目の中で特定の項目を抜き出すと特定の担当理事さんがわかることになるんです

か。そういう話じゃないんでしょう。全体ですか。 

○藤村理事 そうじゃなくて、私の考え方ですが、要するに独立行政法人の役員とか職員

の給与の基準というものについては、基本的に国民生活センターが改正をして監督官庁に

お届けすると。監督官庁は、それを評価委員会の先生方に回付していただいて、勿論回付

するということは説明するんですが、その内容について問題があれば御意見をいただくと

いう形になるわけです。だから、私どもは、もう４月１日から施行しているわけですから、

基本的には回付されてこの内容については御了解いただいているということで、私は今回

ご報告をさせていただいたということです。 

○山本分科会長 そういうことだそうでございます。先ほどちょっと評価ということがあ

りましたので、それが審議事項になっているかとちょっと誤解しましたが。 

○勝見消費者調整課長 今日見ていただきました資料４の項目別評価表のところで、この

次にラスパイレス指数についても御説明させていただきますけれども、役員及び職員の給

与水準についてぴったり当てはまる項目はないんですが、次回８月の分科会で審議してい

ただきます総合評価表のところでは、昨年も審議していただきましたけれども、給与水準

が業務実績に見合ったものかどうか、これは審議していただくことになると思います。そ

の中での評価ということになるかと思いますが。 

○川本理事 今、藤村理事からも申し上げたんですけれども、私どもとしてはこれについ

ては３月末に届け出まして、法律に独立行政法人通則法というのがございまして、役員の

報酬につきましては届け出ることになっております。そして、私どもは主務大臣に届け出

たわけです。主務大臣は届出があったときには、その届出に係る俸給等の支給の基準を評

価委員会に提出するものとすると。評価委員会は通知を受けたときは、その通知に係る支

給基準等が社会一般の情勢に適応したものであるかどうかについて、主務大臣に対し意見

を申し入れることができるということになっていまして、もう３月末に届け出たわけで、

何ゆえに今、大分時間が経っていて若干どうなっているのかなという感じを持っていたん

ですけれども、いずれにしても評価委員会はこの法文によりますと、意見を申し出ること

ができるという規定になっていますが、届け出た後速やかに通知が行われるのが法令の趣

旨だと理解しています。 

○山本分科会長 その辺り若干そごがありますけれども、何か事務局の方から更に御発言

はございますか。私どもに与えられた任務は果たすつもりですが、そごがありますと委員

としてもなかなか仕事がしにくい部分がございますので、よろしくお願いします。 

○勝見消費者調整課長 今、川本理事からお話があったようなことについては、我々にも

そういう届出はいただいておるんですけれども、現実問題として昨年も審議していただき

ましたとおり、役員及び職員の給与水準についても分科会の場で評価していただくことに

なっております。それから、通知ということであるんですが、個々に届出のあった事項に

ついて、郵送等で各委員などに通知すること自体はできるんですけれども、実際それを評
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価していただくに当たって、やはり分科会の場で併せて評価していただくことが事務局と

しては適当と考えまして、この考え方について念のために総務省の方にも確認いたしまし

たけれども、そういう考え方でこの分科会の場で評価してもらうことについて差し支えな

いという見解もいただいております。 

○大森委員 この３ページの２の下の方でアンダーラインが引いてありますでしょう。こ

れをさっき聞いたんですけれども、私どもは何をやることになるんですかと。一応先ほど

の川本理事のお話だと、基準を示して、こういう考え方ですと。要するに、今までの御説

明があったのが一種の基準になるじゃないですか。新しいシステムで。そこまでは了解で

きるんですが、３ページのここは何か個別にやるようにも見えるんですよね。これはどう

いう意味ですか。それを聞いたんですけれども、私どもは何をやらなければいけないこと

になる規程ですかと。 

○山本分科会長 ３ページの左側が現行です。それを右側に改めるということで、もう既

に実施しておられると。そして、通知もされておられると。 

○大森委員 では、我々はやることはないじゃないですか。 

○山本分科会長 ただし、そこの理解として、私ども分科会が意見を言ったのか、言わな

かったのか、メールか何かでいただいたということだったのか、あるいは分科会でこうい

う資料が出てきて、そのときに何か審議をしたことがあったのかどうか、その辺が余り記

憶が定かではないんですが。 

○勝見消費者調整課長 事実関係として、今回の役員の給与規程の改正について、国民生

活センターからは国民生活局あてにちょうど３月末に届出がなされましたけれども、それ

以降現在まで、事実関係として私ども事務局から各委員の先生方に本件について通知をし

たことはございません。ただ、それは先ほども申し上げましたけれども、基本的にこの独

法の評価委員会は事後評価でございますので、この役員給与の改定についてもちょうど７

月に分科会がございますので、この場で概要を報告して、全体として総合評価表のところ

にそういった評価項目がございますので、その一部として評価をいただければいいかなと

考えております。ですから、私どもとしては、今日お配りした規程の個々の細目について

各委員の御意見を承るというよりは、ただ、細目でどうしてもここはおかしいというもの

があれば、それは御指摘いただきますけれども、全体として評価をいただければと考えて

おります。 

○山本分科会長 それは私どもの職責で項目表に載っていますから、その枠内で何か意見

を言うということはセンターとしてもよろしいわけですね。それはいかんとはおっしゃら

ないと思いますので。そういう整理でとりあえずよろしゅうございましょうか。何か私ど

ものマンデートについて、何か御意見があれば更に承りたいと思いますが。 

○糠谷理事長 よろしゅうございますか。勝見課長のお話もちょっとわからないところが

あるんですけれども、給与の在り方について御意見を伺うということ、職員のラスパイレ

スがどうだこうだとか、あるいは役員だってこんな働きで高過ぎるじゃないかとか、それ
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は当然御意見をいただくのはありがたいことでございますから、やっていただければと思

うんですけれども、給与規程そのものについて、この条項がどうだということについて、

勿論これは幾らなんでもひどいじゃないかということであればおっしゃっていただくのは

当然、先ほど川本が申し上げましたように、意見を申し出ることができると言っているわ

けでございますから、それはできないことではないと私は思います。それはそれでお出し

いただければ結構でございますが、ただ、今経緯を申し上げましたように、それから、勝

見課長もお認めになっているように、３月までにこれは内閣府と国民生活センターでいろ

いろな議論があって、内閣府もよろしかろうということで４月１日からは実施に移してい

る規程なんですね。その規程について内閣府が責任を放棄して、評価委員会に丸投げして

意見を言ってもらうということであれば、私どもとしては心外この上ないということにな

ると思います。ですから、そこは共同責任と言えば共同責任ですけれども、仕事の進め方

というのは、もうちょっとけじめを持ってほしいと私は思います。 

○大森委員 理事長のおっしゃるとおりだね。だから、今日聞きましたから、皆さん方の

お仕事が開始されているんだから、私どもとしては今日こういうふうに出てきているけれ

ども、さかのぼって適切な改定だったんじゃないですかという御報告を伺って、そういう

感想を述べたということにすればいいんじゃないでしょうか。余りこれは根掘り葉掘りや

るといろいろなことが発展しますし、私どもももしかしたら落ち度があったかもしれませ

んので、とりあえずお聞きして、さかのぼって適切な改定だったのではないかと分科会長

が一言おっしゃってくれればいいんじゃないでしょうか。 

○山本分科会長 大森委員はそういう御提案でございますが、ほかに御意見はございます

か。特にございませんようでしたら、そういう経緯であるということは委員の方もよくお

わかりになったと思います。また、本日は御欠席の委員がお二人おられますので、今日は

大森先生の御提案に従って私が一言言うことは簡単でございますけれども、少しその間の

経緯もほかの委員の方にも御説明いただいて、次回にもう一度この点についてお諮りする

ということでいかがでございましょうか。 

○大森委員 何を諮られることになりますか。 

○山本分科会長 今言ったような形で、当分科会としての意見を取りまとめるかどうかと

いうことも、他の委員の御意見も伺った上で次回、当分科会としての意見を評価表の審議

を次回いただくわけですから、その範囲内で御意見を更にいただくと。どうせそれはやら

なければいけないわけですから。そこに含めて本日の問題を更に次回に併せて御審議いた

だくということでいかがでしょうか。 

○大森委員 では、その際は今回改定が済んでいるこの給与改定に沿って、私どもの任務

としては全体の業務評価の中で、もし何か意見があれば言うと。その範囲でないと無理で

すよ。これ自身を問題にするということはできないので、それはちょっと無理だと思いま

すね。 

○山本分科会長 そうですね。それは先ほど勝見課長もおっしゃいましたように、これ自
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体について何かというよりは、むしろ全体の評価の中で……。 

○大森委員 これに即してやればどうなるかと、それならば結構です。 

○山本分科会長 よろしゅうございましょうか。それでは、そのような形で更に審議を進

めさせていただきたいと思います。 

 次の事項といたしまして、資料８、資料９に関連する項目がございます。これにつきま

しても、事務局から資料の説明をお願いいたしたいと思います。 

○勝見消費者調整課長 資料８と資料９につきまして、一括して事務局から説明させてい

ただきます。 

 まず、資料８は１枚だけの紙ですけれども、先月下旬に平成 17 年度分の国民生活センタ

ーの役職員の報酬給与等のラスパイレス指数が公表になりました。独立行政法人について

このラスパイレス指数が公表になりましたのは平成 15 年度分からですので、今回で３回目

ということになります。全国の国家公務員の給与水準を 100 として、それに対する指数と

いう形で表わされております。生のデータでの比較によりますと、平成 17 年度分 124.5 と

いうことになっております。前年度に比べますと 0.9 ポイント低下しております。 

 国民生活センターの場合は、比較的大学院卒等の高学歴の職員が一般の国家公務員より

も多くおります。それからまた、勤務地が品川区、東京 23 区内と神奈川県の相模原という

ことで、比較的全国平均よりは大都市圏にあるということで、その特別調整手当の支給率

も国家公務員平均よりは高くなっております。その高学歴であることによる給与水準の高

さ、それから、大都市圏で勤務していることによる給与水準の高さ、それを除いたラスパ

イレス指数が真ん中の部分に出ておりまして、これは平成 15 年度は出ておりませんで、昨

年度から公表になりましたけれども、昨年度の 111.8 に比べて平成 17 年度は 110.2 という

ことで、こちらの方が低下率は高いんですが、前年度に比べれば低下いたしました。 

 それから、各独立行政法人が同時にラスパイレス指数を公表しておりますので、その独

法の中での位置付けということの数字になりますけれども、昨年度の 117.1 に対しまして

本年度は 115.6 ということで、これも全独法の中でも今回は少しその水準が低下したとい

う結果が出ております。昨年もラスパイレス指数については、若干分科会の場で審議して

いただきましたが、国家公務員に比較してラスパイレス指数の高い法人については、独法

評価委員会でもその妥当性について検討するということに昨年の行革の基本方針の中でな

っておりますので、本日この資料をお示ししたところでございます。 

 続きまして、資料９でございますけれども、冒頭若干話題になりましたが、財務省の予

算執行調査について。この予算執行調査の性格につきましては、１と２で簡単にまとめて

ございますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 １枚めくっていただきますと、本年度この予算執行調査の対象になりました 57 事業、事

業名だけですけれども、参考に掲げてございます。本年度は、内閣府の中では国民生活セ

ンターも対象になったということでございます。 

 また、１枚目に戻っていただきまして、４で国民生活センターに関する調査結果の概要
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が掲げてございます。これは実は３枚目の表、財務省がホームページでも公表しておりま

すけれども、予算執行調査事業概括表、これが横になっておりますので見にくいために、

内容は全く同じですが、当方で打ち直したものであります。本日の会議の冒頭で糠谷理事

長から、この概要部分については非常に簡潔に紹介をいただきましたので、私の方からは

一番最後のページ、総括調査票、国民生活センターに対する調査の全体像でございますが、

そちらを見ていただければと思います。この調査票について若干説明させていただきます。 

 国民生活センターの事業の中で今回調査の対象となりましたのは、１番目は、全国消費

生活情報ネットワークシステム、いわゆる PIO－NET についてであります。２つ目が、テレ

ビ番組、それから、月刊誌等の消費生活情報提供業務に関してであります。それから、３

番目が商品テストについてでございます。 

 １番目の PIO－NET につきましては、現在全国の消費生活センターの中で、消費生活セン

ターそのものはそこにもありますように、昨年４月の時点で 524 か所ございますけれども、

余り相談件数の多くないところ等には必ずしも PIO－NET 端末がすべてに置かれているわけ

ではなくて、現在は全国で約 400 か所の消費生活センターに PIO－NET 端末が置かれており

ます。その PIO－NET 端末から各都道府県のメーンのセンターを介して、品川にあります PIO

－NET のホストコンピュータの方に逐次苦情相談情報が送られてまいります。 

 それで、先ほど理事長の説明にもございましたけれども、現時点では平均して各消費生

活センターで消費者からの苦情相談を受け付けた日から、その概要が品川のホストコンピ

ュータに入ってくるまでの、これはあくまでも平均でございますが、現在まだ五十数日掛

かっていると。昨年、相談概要を相談員の方がカードに書くのではなくて、直接目の前の

端末から打ち込んで送るというシステム的に大幅な改革を行いましたので、そのことによ

って十数日は短縮が可能となりました。ただ、まだ現在五十数日掛かっていると。これに

対して、更に登録日数の短縮化が必要だというのが一つの指摘でございます。これに対し

ては、私どもも同じ問題意識を持っておりまして、実は今年の２月から３月に掛けて、こ

れは国民生活センターと協力して 47 都道府県、それから、政令指定都市 15 ほどあります

けれども、そこを介して全消センに対してアンケート調査を行いました。どの部分で日数

が掛かっているかということを尋ねました。その結果、先ほど理事長からの説明にもあり

ましたけれども、メーンのセンターは月に複数回送ってくれているんですが、地方の末端

の消セン辺りは月に１回程度しか送らないというのがありますので、その辺を改善してい

ただくことを私どもと国民生活センターで本年度からお願いしたいと思っております。で

すから、これは当年度からやるつもりでおります。 

 それから、システムの効率化を図りなさいということで、これも本年度 PIO－NET システ

ムの効率化について調査予算をつけていただいておりますので、その調査結果等も踏まえ

て効率化を図るということだと思います。 

 ②の消費生活情報提供業務、これは財務省からの調査の指摘によりますと、例えばテレ

ビ番組、現在年間 40 回ほど５分間の提供番組ですけれども行っておりますが、そこに視聴
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率が３％台で低迷と書いてあります。ここが実は、財務省の指摘と基本的には大筋で問題

意識はそれほど違っていないと思うんですけれども、ここの３％台で低迷ということにつ

いては若干、我々あるいは国民生活センターも違う意見を持っておりまして、確かにプラ

イムタイムの番組の視聴率に比べれば低い水準ではあるんですけれども、同時間帯の他局

の番組、それから、国民生活センター提供の「ご存じですか」という放送枠、国民生活セ

ンターは水曜日にやっておりますが、ほかの曜日では他の政府広報番組をやっております

けれども、そういった番組との視聴率の比較を見ますと、この３％台の視聴率というのは

必ずしも低いわけではありません。ただ、このテレビ番組につきまして、年間経費として

は１億 5,000 万円ほど掛かっておりますので、経費対効果という点で妥当かどうか、その

辺の検討は必要になってくると思います。 

 それから、そこにちょっと小さな字で恐縮ですが『たしかな目』の売上げ部数が月１万

4,000 部程度、それから『国民生活』が 3,000 部程度。特に調査の過程で指摘されましたの

は、この『たしかな目』がピークときは４万部ほど月間で出ておりました。発行部数が減

っておりますので、この『たしかな目』の発行による収入の方も減っております。という

ことで、これは抜本的な見直しをして、収入増を図るべきではないかというのが主計局の

視点でございます。ただ、その問題意識は我々も同じなんですけれども、例えば、主計局

としては国民に効果的に情報提供する手段として、インターネット等を使えばもっとすば

やく安価にできるではないかという指摘があったんですけれども、最近消費者トラブルで

の被害者の中に高齢者が増えているという現実がございます。そういう高齢者の方は、ホ

ームページをふだん見るとかパソコンを使うという環境に余りありません。ということで、

こういった『たしかな目』、それからテレビ番組というものも、そういう高齢者の方はイン

ターネットよりはよくごらんになるであろうということで、指摘どおり抜本的な検討とい

うことは我々も必要と思っておるんですけれども、即座にこれをやめてしまうとかそうい

ったことはまた問題があるかなと考えておりまして、この辺は次期の中期目標、中期計画

においてどうすべきかということをこの分科会でも審議していただければと考えておりま

す。 

 ③商品テスト、これは現在でもすべて自前で国民生活センターでやっているわけではご

ざいません。外注可能なものはやっておりますので、基本的にこれは指摘に沿って、外注

が可能なものは外注することによってコスト減を図っていくということではないかと考え

ておりますが、いずれにしても、即対応できるものばかりではありませんので、次期中期

計画での改良といったことで我々としても対応を図っていきたいと思いますので、この分

科会でも御意見をいただければと考えております。 

 以上です。 

○山本分科会長 どうもありがとうございました。資料８、資料９は若干性格は異なりま

すけれども、時間の関係もございますので、まとめて何か御質問・御意見がありましたら

承りたいと思います。よろしくお願いします。 
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 何か補足の説明がございますか。 

○藤村理事 一言申し上げたいんですが、資料８でございます。これは「平成 17 年度国民

生活センターの役職員の報酬・給与等について」というタイトルがついているんですが、

このラスパイレスの指数は職員のみですから、誤解のないように申し上げておきます。 

○山本分科会長 そうすると、これはタイトルが不正確ですね。「役」をとった方がよろし

いですね。 

○藤村理事 ラスパイレスの指標には役員は入りませんので。 

○山本分科会長 わかりました、どうもありがとうございました。 

○大森委員 独法で一番高いところはどこですか。 

○勝見消費者調整課長 各独法は既に公表しているんですが、総務省が今月末に全独法を

まとめて公表しますので、現状ではまだ私ども把握していないんですけれども。 

○大森委員 センターは高い方ですか。 

○勝見消費者調整課長 ここの対他法人で 115.6 となっておりますので、平均よりは高い

ということになります。 

○大森委員 トップであるわけではないんですね。 

○勝見消費者調整課長 トップではありません。 

○藤村理事 今発表しようとしているのは平成 17 年度なんですが、平成 16 年度のときは

12～13 番目ぐらいだったと思います。 

○大森委員 ちょっとよろしいでしょうか。真ん中のところに専門的な知識をお持ちの人

が必要だし、主として東京のど真ん中にあることもきいているということになるんですけ

れども、私が仄聞したのは、やはりセンターは組合が強いんじゃないかと。ほかと違って、

組合が交渉力を持っていてということが長い間続いてきて、本当のところはそれなんじゃ

ないかと。だから、都心にあるところはほかにもあるわけだから、仮にその要因を差し引

くと、あとは高学歴で専門的な人を調達しなければいけない、リクルートせざるを得ない

と。だから、ある程度処遇をきちんとやらないと、いい人が来てくれないということはあ

る程度わかるんですけれども、そうじゃない要因なんじゃないかと私は勘ぐっているだけ

れども。だから、これは労使問題が反映している数字ではないかと、端的に言うとそう思

っているんですが、それについて何かセンターの方の所見はございませんでしょうか。 

○藤村理事 また難しい御質問なんですが、確かに国民生活センター36 年ほどやってきて、

労働組合との関係というのは非常に大きな要素だったと。当センターにおいては、同一年

齢、同一賃金的な考え方というのが労働組合の要求としては強かったものですから、そう

いうものに引きずられてきた歴史はございます。現在は、世の中も変わってまいりまして、

組合そのものの力が我が国において相対的に弱まってきているということもございますの

で、そういう意味では今どうだと言われればそういうことはないということになると思う

んですが、ただ、給与というのはやはり長年の積み重ねの結果ですから、こういう形にな

っていると。それを一朝一夕に今日明日変えるというわけにはいかなくて、やはり時間を
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掛けながら何か年計画かで改善をしていくと。私はそういう努力をこれからやっていこう

と思っています。 

○山本分科会長 ほかに御質問・御意見ございましょうか。 

 私もいろいろ例えば資料９について伺いたい点もあるんですが、時間の関係もございま

すので、これはまた勝見課長からございましたように、それぞれここで取り上げられてい

る３つの問題は非常に大きな問題で、今後、時間を掛けてセンターの方でもあるいは国民

生活局の方でも検討されると思いますし、私どもも適宜必要な意見は述べていかなければ

いけないと思いますので、委員の皆さんもよろしく御検討のほどお願いいたします。 

 更に、参考資料というのが本日添付されております。これにつきましても、事務局から

御紹介をお願いいたします。 

○勝見消費者調整課長 それでは、ごく簡単に御説明いたします。参考資料２でございま

す。「消費者基本計画の検証・評価・監視について」。国民生活審議会消費者政策部会で先

日まとめられた資料でございます。そのうちの９ページをごらんいただけますでしょうか。

中ほどでございます。ゴシックで３「緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応」

というタイトルの中に、(１)として消費者からの苦情相談の活用、これは具体的には PIO

－NET に収集されております苦情相談情報を指しております。この活用の仕方として②で、

現在先ほどの業務実績報告の中でも、各省に対しても相当数多く情報提供を現在もしてい

るわけですが、その提供の仕方について、例えば、必要としている省庁の端末とオンライ

ンで結んで活用できないかとか、あるいは PIO－NET に各省が持っている相談情報を集約で

きないかといった意見が国民生活審議会の場で出されました。ただ、技術的にはそうする

ことは必ずしもできなくはないかもしれません。もともと PIO－NET 情報自体は法執行のた

めにつくられたものではございませんので、根本に立ち返って１年ほど掛けて、どういっ

た情報提供の仕方がより効果的に PIO－NET 情報を生かしていくことになるかということに

ついて検討するという結論になりました。参考までに紹介させていただきます。 

○山本分科会長 これは今後、私どもの仕事にもかかわることでございますので、参考と

して御紹介いただいたということだと思います。 

 以上で、本日予定しておりました議題についての審議は終了いたしましたので、今後の

予定につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○勝見消費者調整課長 資料 10をごらんいただきたいと思います。１枚の紙でございます。

当分科会の今後の日程について案として掲載させていただきました。次回は８月 17 日木曜

日、午後１時半から。場所はここではございませんで、本府の３階特別会議室、以前何回

か使いました会議室ですが、そちらで行わせていただきます。 

 本日の項目別評価表に各委員に評価を御記入いただいて、必要に応じてコメントもつけ

ていただいて、大変お忙しいところ恐縮でございますが、今月末７月 31 日までに当方に送

り返していただければ幸いでございます。当方で各委員の評価及びコメントを整理させて

いただきまして、分科会長の山本先生とも御相談の上、次回８月 17 日の分科会の場で総合
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評価表の案として提出させていただきます。基本的には会議のその場でお示しするという

ことではなくて、会議より少し前に案として各委員に送らせていただきますので、事前に

お読みいただいた上で、17 日の分科会の場でまた御審議いただければ幸いでございます。 

○山本分科会長 それでは、委員の皆様、宿題は７月 31 日が締め切りということでござい

ますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 最後でございますが、３月 17 日に開催されました第７回の当分科会の議事録をお手元に

配付しております。必要な修正は施しておりますので、念のため御確認いただきまして、

よろしければこれで公表させていただきたいと思います。 

 では、以上で、本日予定されました議題はすべて終了いたしました。なお、次回の開催

日程につきましては、８月 17 日 13 時 30 分からということでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 これで本日の分科会を閉会させていただきます。長時間にわたり御審議いただきまして、

誠にありがとうございました。 


